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会議の顛末

（一般質問 ９月１３日）

議長（山根政彦）

皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１０人です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

一般質問を行います。順次質問を許します。

８番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

おはようございます。日本共産党の中尾理

明です。傍聴者の皆様、早朝よりお出かけく

ださいまして本当にありがとうございます。

７月３１日、生涯学習情報館で「若桜の自然

とカワネズミ」と題した、森本祈恵さんのギ

ャラリートークが行われ、私も参加させてい

ただきました。

森本さんがカワネズミを見つけ、自分で作

った研究用の水槽を使って観察を続けている

様子は、この間テレビ放送されましたが、当

日彼女による編集し、映し出された興味深い

動画と分かりやすい解説に触発され、最初か

ら最後までわくわくしながら聞かせてもらい

ました。

研究対象をカワネズミとするまでの大変な

苦労もあったようですが、カワネズミが生息

できる自然環境が若桜のような渓流にあり、

来見野川で粘り強く観察されてきたことがと

てもよく分かりました。カワネズミが川中の

石などの上にうんちの山、ためふんをする習

性があることに着目し、石の上に魚をくくり

つけて、何度も失敗しながら粘り強く待ち続

け、その餌を狙ってやってきたカワネズミを

ついに捉えたときの喜び、感動を満面の笑み

で語ってくれました。

また、カワネズミは水中で空気を吸い込む

すご技の持ち主であることが説明されました。

素人の私は、水中を泳ぎ回るのだから当たり

前だと思うんですが、それを水槽で実際発見

したときの喜びは人一倍だったように私の目

には映りました。当たり前だと思われること

を実証する努力こそが研究者の研究者たるゆ

えんかなと感心いたしました。

私は、緑と清流のまち若桜だからこそこん

な生き物が住むことができる意味をかみしめ、

改めて若桜の豊かな自然を大切に守らなけれ

ばならないと強く感じました。

これより通告に従い、順次質問させていた

だきます。最初の質問は、脱炭素社会へ向け

た町の施策と、関連事項についてであります。

その１つ、鳥取県は改正地球温暖化対策推

進法に基づき、本年１月、「鳥取県気候非常事

態宣言」を表明しました。また、日南町を含

む７市町が、２０５０年二酸化炭素排出ゼロ

を表明していますが、若桜町も急ぎ表明する

とともに目標と計画を策定すべきと考えます

が、所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

中尾議員の一般質問にお答えします。県内

で７市町が２０５０年二酸化炭素排出実質ゼ

ロを表明しているが、若桜町も急ぎ表明する

とともに、目標と計画を策定すべきと考える

が所見を、というご質問でございます。

現在、地球温暖化により地球の平均気温が

上昇することで起きております気候変動の問

題は、自然の生態系や天候などに深刻な影響

を与えており、世界規模での対応が必要とな

っております。我が国は、地球温暖化を引き

起こす原因と考えられている二酸化炭素をは

じめとした温室効果ガスの排出量を削減し、



２０５０年には国内の排出量を実質ゼロにす

る、いわゆる脱炭素社会の実現を目指してお

り、本町におきましても、ＳＤＧｓの取組の

大きな柱でありますので、非常に重要な課題

であるというふうに認識をしております。

さて、環境省では２０５０年に二酸化炭素

を実質ゼロにすることを目指す旨、首長自ら

公表された地方自治体を「ゼロカーボンシテ

ィ」と位置づけており、令和４年８月末時点

で鳥取県内では７市町が、全国では７２４市

区町村がゼロカーボンシティということで、

２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロを表明を

し、徹底した省エネですとか最大限の再エネ

の活用、環境問題に関する普及啓発、二酸化

炭素の吸収源の確保、地球温暖化対策実行計

画の抜本的な見直し等々の様々な取組が行わ

れているところでございます。

本町でも二酸化炭素排出については喫緊の

課題であると考えております。もちろん、宣

言することも大切ではありますけれども、具

体的な取組を示すため、本町の現状を把握し、

脱炭素社会を目指していく上で必要な事業や

取組内容について、十分に検討することが重

要であると考えております。

先般７月１日付で組織改革を行いまして、

この脱炭素の担当、これを企画政策課にした

ところでありまして、これから具体的な取組

についてよく検討した上で、時期が来れば宣

言をしたいというふうに考えております。以

上でございます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

積極的な取組のお話がありまして安心した

ところです。この間、北栄町が８月３０日、

町の脱炭素ロードマップ策定に向けた講演会

等の取組がされたという報道記事が紹介され

ておりますけれども、北栄町も表明した１つ

の自治体だと思うんですけど、北栄町などの

取組も参考にしていただきながら進めていた

だきたいなと思います。

２つ目です。若桜町における八東川支流の

谷川や水路の高低差を利用したクリーンな再

生エネルギーとして、小水力発電の有用性が

言われ続けてきました。この間、研究者を介

した町の取組や民間の取組が行われてきたと

認識していますが、取組の結果の説明が不十

分であると考えます。取組の優劣を含めた結

果内容について伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

若桜町における小水力発電の取組の結果内

容についてのご質問でございます。

本町では、これまでに様々な小水力発電に

関する取組を行ってまいりました。まず、１

つ目として、平成２７年度になりますけれど

も、若桜町氷ノ山スキー場・道路照明等無停

電化推進事業調査業務というのを、鳥取大学

に委託をいたしました。

本業務では、氷ノ山スキー場及び周辺地域

に小型風力発電施設とマイクロ水力発電施設、

これを試験的に設置をしまして、当該エリア

の自然再生エネルギーの賦存量、理論的に導

き出された総量を推定するための現地調査を

実施をしまして、併せてスキー場リフト施設

の稼働動力源、これの導入の可能性について

評価分析を行いました。また、試験的に設置

した発電施設からの電力を蓄電池に貯蔵し、

エリア内数か所に設置したＬＥＤ照明施設に

よる道路照明に給電をして、当該エリアの局

所照明施設の利用可能性についても併せて行

いました。

その結果ですけれども、本業務ではマイク

ロ水力発電機として小さな発電量しか有しな

いホイールつきのハブダイナモ、これは自転



車の発電機のようなものですけれども、これ

を使用しておりましたけれども、電力消費量

の少ないＬＥＤであれば、ハブダイナモを２

台稼働した１日の発電量で、約６時間の点灯

が可能であると。地域照明への利用が可能で

あるという結果を得ました。

次に、２つ目といたしまして、平成２９年

度に若桜町まちづくりのための自然エネルギ

ー活用検討・推進協議会の運営業務を、株式

会社「市民エネルギーとっとり」へ委託をい

たしました。本業務では、本町の豊かな自然

の保全と活用を行い、地域エネルギー自立の

取組を進める中で、地域経済や町民生活の改

善など、まちづくりに寄与することを目的に、

若桜町まちづくりのための自然エネルギー活

用検討・推進協議会を設立いたしました。そ

こで本町の現状把握と課題の抽出を行い、必

要なデータを整理し、まちづくりに貢献する

地域エネルギー事業やエネルギー自立に向け

たロードマップ作りの検討準備を行いました。

その結果、本町は、県内の他市町村と比較

をしまして中小水力発電の導入ポテンシャル

が高く、特に八東川、来見野川、米川、糸

白見川、吉川川、加地川、町内至るところの

河川に多様な規模の小水力発電の適地がある

という結果でございました。

そして、３つ目でございますけれども、こ

れは今、進行中ですけれども、令和２年度か

ら開始をされた糸白見水力発電事業計画実行

委員会による取組でございます。これは、糸

白見集落の有志による実行委員会とＮＰＯ法

人が共同で始めた事業でありまして、令和２

年度には、小水力発電の導入に係る測量調査

を実施をいたしまして、令和３年度から４年

度にかけては、事業の可能性調査・事業性評

価や電力会社への接続検討等を行っておりま

す。

このような糸白見集落の取組を受けまして、

本町では、令和３年度に小水力発電による「わ

かさ集落活性化モデル構築支援事業費補助

金」という補助金を創設をいたしまして、持

続可能なまちづくりや地域活性化の実現に向

けて、小水力発電事業のステークホルダー、

利害関係者となる地元が主導する小水力発電

をツールとした地域活性化の取組への支援を

スタートしたところでございます。

先ほど説明した調査の結果からもお分かり

いただけるかと思いますけれども、本町での

小水力発電事業は非常に大きなポテンシャル

を秘めておりまして、今後も引き続き事業化

へ向け検討していきたいと思いますし、糸白

見集落のような活動を行う集落や団体等に対

しましては、継続的な協力及び支援を行って

いきたいと考えているところでございます。

以上でございます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

詳しい説明をいただきまして、私が知らな

いこともかなりありまして、平成２９年です

か、再生エネルギーの関係の推進を目指して、

名称は聞き取れませんでしたけど、協議会を

つくられたと。そのことで２９年からだと６

年ぐらいになると思うんですが、どのような

ことを取り組まれているのか、検討されてや

られたことについてのさらに詳しい内容につ

いてお聞きしたいと思いますけど。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

平成２９年度に、株式会社市民エネルギー

とっとりに委託をして行いました「若桜町ま

ちづくりのための自然エネルギー活用検討・

推進協議会」の成果を踏まえて、その後どう

いうふうに事業を行ったかということですけ

れども、当時の調査ではいろんなエネルギー



の町内での可能性、自然エネルギーの町内で

の可能性について検討されたということで、

太陽光発電ですとか、風力発電ですとか、あ

るいはこの小水力発電、いろんな再生可能エ

ネルギーの可能性についての調査を行ったと

いうことなんですけれども、特にこの水力発

電については、非常に可能性が高いという結

果が出たわけでございまして、その後に糸白

見でのこのたびの取組につながっているとい

うことであろうかと思っております。以上で

す。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

分りました。町長が何度も強調されており

ました、若桜町は自然再生エネルギーのポテ

ンシャルが高いということをおっしゃいまし

たが、環境省の資料での、これはインターネ

ット情報だと思うんですけども、ポテンシャ

ルでは県内では第 1 位だというふうに認識し

ております。

今日、元の町長の小林さんが来ておられま

すけども、その当時、私も一般質問の中で若

桜町は再生エネルギーが 100％超えて全国の

ベスト１０に入っておるというようなことを

紹介した記憶があるんですけども、そういう

若桜の秘められたエネルギーの開発が、町内

はもちろんですけども、全県全国の力になる

んではないかと、若桜町町内の消費電力の

100％は町内の水力ほかのエネルギーで賄え

ておると思いますし、ほかの自治体への貢献

もできとるという点では、非常に評価されな

きゃいけないし、伸ばしていかなきゃならな

いんじゃないかなというふうに思っておりま

す。

それで、実際に平成２９年からの具体的な

取組が行われて、糸白見ですか、新聞の記事

でも昨年紹介されたと思うんですけども、そ

こら辺の糸白見の取組について把握されとる

ことが当然あると思うんですけど、援助して

おるということで、ご説明願えますか。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

先ほど中尾議員のほうから、町内の再生可

能エネルギーを活用した電力の自給率が高い

というようなお話がありましたけれども、確

かにデータをみて見ますと、２０１６年度で

すけれども、ちょっと古いデータにはなるん

ですけども、町内の電力自給率は 175.08％と

いうことで、これは環境省のほうの調査です

かね。そういう自給率が高いというデータが

出ておりまして、その理由としては、水力発

電、加地ですとか、𣇃米ですとか、来見野で

すとか、そういった水力発電の存在というも

のが大きいということが言えるかと思います。

それで、糸白見の取組についてのご質問で

ございますけれども、糸白見につきましては、

先ほどご紹介したように平成２年度から調査

行っておるところで、今年度、３年度目にな

りますけれども、今年度実用化に向けた検討

を行っておるという状況でございまして、町

のほうも昨年補助金を県と一緒に出しまして、

糸白見集落のほうで「ＮＰＯ法人地域再生機

構」と一緒に可能性調査をしておりまして、

これは繰り越しましたけども、完了したとい

うことでございます。

それで、現在計画書を作成中であると。そ

れで、併せて中電との接続検討を行っておる

という今、そういう状況というふうにお伺を

しておりまして、中電への接続検討が終わり

ますと、系統連携の申請を行うと、それで、

併せて経済産業省に事業認定の申請をできれ

ば今年のうちには出したいというふうな話も

伺っております。

ということで、事業のほうは着実に進捗を



されていると伺っておりますけども、何分に

も非常に工事費等高いことですし、将来的に

売電収入で黒字化を目指すという、そういう

仕組みにはなっておりますけども、併せてこ

のウクライナとの情勢で、建設資材が高騰し

ているような事情もありますので、その辺り

も含めて、集落のほうで今後事業化に向けた

コンセンサスを得られていくというふうにお

聞きをしているところです。以上でございま

す。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ご説明をいただきまして、糸白見の取組が

分ったところです。それで、聞きますと糸白

見には４０、５０代というか、そういう地域

の方々がそういう取組に参加されているとい

うことであります。そういうメンバーの力と

いうのはやっぱり大きいんじゃないかなと思

うんですけども、ほかの地域でもそういう現

役世代といいますか、いろんな経験や知恵の

優れた方々がおられる地域は他にもあると思

います。そうやって糸白見がいい実例となっ

て町内全域に波及されることを強く望みたい

と思います。

いろんなマスコミなどで固定買取制度がで

きて、こういう再生エネルギーの開発が安定

軌道といいますか、そういうところになって

きているというふうに言われているんですけ

ども、数年後には、またそういう固定買取制

度というものが、再検討の時期に差しかかる

ということで、本当にそういう意味では安定

した事業をするためには、見通しの持てる国

の枠組みといいますか、そういうものがしっ

かりと取られなきゃいけないと思いますので、

引き続き、そこら辺の小水力だとか、太陽光

等も事業で再生エネルギーを開発しようとい

う方々の立場に立って、町のほうも発信して

いただければなというふうに思います。

３つ目です。脱炭素社会を実現する上で、

省エネ化の推進は重要であります。町の移住

定住対策として、助成による空き家等の利活

用に取り組まれていますが、制度利用者や施

行業者に対して、リフォームの際の省エネ化

の指導をされているのかどうか伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

町のほうで空き家の助成等を行っておりま

すけれども、その際に制度利用者や施工業者

に対して、省エネ化の指導がなされているか

というご質問でございます。

現在、本町の移住・定住に係る空き家の改

修を伴う補助制度、これは全部で４つござい

まして、そのうち、「若桜町空き家再生事業補

助金」、「若桜町空き家利活用流通促進事業補

助金」、「若桜町若者地域定着促進事業補助金」、

この３つの制度につきましては、リフォ―ム

の際の省エネ化に関する指導等は特段行って

はおりませんけれども、このたび、９月１日

から新たにスタートしました「若桜町住宅支

援補助金」につきましては、空き家等の中古

住宅の取得やそれに伴う改修のみならず、住

宅用地の購入や住宅の新築、また、Ｕターン

される方が居住され住宅の改修等、幅広い支

援内容になっておりまして、さらにそれに加

えて、「とっとり住まいる支援事業補助金」、

県の補助金ですれども、これを併用する場合

に、補助金額が加算をされる制度となってい

ます。

このとっとり住まいる支援事業補助金とい

いますのは、県内事業者による県産材を活用

した住宅の建設及び改修に対する県の補助制

度でございまして、県産材を活用することに

よって、材料の製造過程におけるエネルギー

の消費量や、輸送過程における二酸化炭素排



出量の抑制につながることが期待されるもの

でございます。今後、補助制度の利用者に対

して、省エネ化についてご提案することも検

討してみたいと考えております。

なお、国のほうでは、６月に法律ができま

して「脱炭素社会の実現に資するための建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

等」という非常に長い名前の法律でございま

して、これの一部改正が６月に公布をされた

ところでございまして、これによりまして、

建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策

の抜本的な強化ですとか、建築分野における

木材利用のさらなる促進に資する規制の合理

化などが図られる予定となっております。

建築分野における省エネを進める国のほう

の方針が示されておるということですので、

この動向に注視しながら必要な対策を講じて

いきたいと考えております。以上でございま

す。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

国の方針も出されていることですし、鳥取

県はそういう住宅への省エネ助成制度、支援

をそろえているというふうに聞いております。

十分そういうところの研究もしていただきま

して、住宅、空き家等の活用等に活かしてい

ただきますように臨むものです。

次です。現在、町で取り組まれている集落

内の街灯のエネルギー照明への助成は大きな

役割を果たしていますが、さらに進めて町民

の住宅内のＬＥＤ等省エネ備品への助成を実

施すれば、町の脱炭素社会への促進策となる

のではないかと考えますが、所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

住宅内のＬＥＤ等省エネ備品への助成につ

いての所見を問うというご質問でございます。

現在、本町では、自治会等のコミュニティ

活動の振興と犯罪のない明るいまちづくりの

推進を目的といたしまして、自治会等が行う

ＬＥＤ外灯の新設や改修、交換、修繕に要す

る経費に対して、「若桜町集落公民館等施設整

備補助金」を交付をしておりまして、多くの

自治会等に活用をいただいているとこでござ

います。

議員からご質問いただきました、住宅内の

ＬＥＤ等省エネ備品の助成についてでござい

ますけれども、既にＬＥＤの家庭内への普及

は進んでおりまして、環境省のデータにより

ますと、住宅内のＬＥＤ普及率は 66％、平成

３１年ですけども、というデータもございま

すが、そういうことで普及も進んでいるとい

う状況もありますので、現在のところ、それ

に対する助成ということは考えておりません。

最初のご質問に答弁したとおり、まずは、

本町の現状を把握をして、脱炭素社会の実現

を目指していく上で必要な事業や取組につい

て、今後十分検討を行っていきたいと考えて

おるところでございます。以上でございます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

66％という数字をどう考えるかというふう

に思うんですけど、34％の方はまだというこ

とも言えると思うんです。やっぱりそういう

意味で、助成制度はできなくとも、やっぱり

そういう助けになるような取組がされれば、

また違ってくるんじゃないかなと思ったりし

ます。制度ができればベストですけども、そ

れに代わるものができればなあという思いで

す。

一番最後の質問です。昨年度終了した住宅



リフォ―ム制度については、取組の見直しを

行った上で検討するとの町の考え方を示され

たものと認識しております。

脱炭素社会実現の視点から、助成の際には

省エネ資材、設備を活用するよう推奨するこ

となども検討される必要があると考えますが、

所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

住宅リフォーム制度、「若桜町住宅改修事業

費助成金制度」でござますけれども、これの

助成の際に省エネ資材、設備を活用するよう

推奨を検討してはどうかというご質問でござ

います。

この「若桜町住宅改修事業費助成金制度」

につきましては、令和３年の１２月になりま

すけれども、中尾議員の一般質問におきまし

て、多くの町民の方々にご活用いただいてい

るところでございますが、一部事業者への利

用に偏るなどの課題もあり、この事業を継続

するには、内容等の見直しが必要であるとい

うことを、当時の矢部町長のほうでご答弁を

されております。

この事業は、町内の事業者の支援ひいては

地域経済の活性化ということを目的としまし

て、平成２７年度から事業の延長を重ねて７

年間実施してきております。７年間の助成件

数が３２５件、工事費で１億２,８６７万３千

円余りということで、そういった規模の事業

がなされたということで、当初の目的である

事業者支援ですとか、地域経済の活性化に対

しては、一定の成果があったのではないかと

いうふうに考えているところでございます。

この住宅支援に関しましては、このたび、

先ほど申しました住宅支援事業、最大３００

万円の大型助成を組み込んだ事業ですけれど、

これをスタートさせたところでもございまし

て、この住宅改修事業費助成金制度につきま

しては、今後、社会情勢や町民や事業者のニ

ーズといったものを勘案をしながら、必要に

応じて商工会とも相談して検討したいと考え

ているところでございます。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

検討を内容として取り上げていただけると

いうふうに勝手に思いました。それで、この

住宅リフォームの質問をするたんびに、私が

繰り返すのは、この事業については本当に町

内の業者の皆さん、町民の方は本当に助かる、

これをやってくれという声がいっぱいです。

したがって、そういう町民の期待に応える制

度として十分内容を掘り下げていただきまし

て、進めていただけたらなと強く思います。

質問の最後に、これは答弁はいりません。

岸田首相は、今年度９基の原発再稼働を表明

しました。さらに、その後の新増設さえ発言

しておられます。私は岸田首相、３.１１東日

本大震災、福島第一原発事故を忘れたのかと

問いたいと思います。あのような事故が再び

起これば、計り知れない放射線による人と環

境の破壊が再来することは自明の理です。原

発はクリーンなエネルギーどころではないと

いうことを岸田首相に言いたいと思います。

８月２９日の日本海新聞の環境キャンペー

ン記事の中で、ＥＣＯフューチャーとっとり

の山本ルリコさんはＳＤＧｓの中でも暮らし

に直結する目標７、エネルギーをみんなにそ

してクリーンに、２０３０年までに社会全体

のエネルギー効率を倍増させ、世界の再エネ

割合を大幅に拡大させる世界共通の目標は、

ロシアが仕掛けた戦争で、エネルギー効率改

善と再エネの活用が各国のエネルギー安全保

障対策でもあると気づかされたと振り返ると

ともに、ＥＵはロシアからのエネルギー依存



度を少しでも下げるため、再エネ・省エネ開

発を前倒しで進めているのに対して、日本は

燃料高騰対応に化石燃料への補助金や、サハ

リン２への出資をしようとするだけの動きし

かしていない。この日本の現状について、ウ

クライナへ平和を、ＳＤＧｓ推進をとの声が

広がっている中、そのギャップに目が点にな

っているのは私だけでしょうかと語りかけて

いますが、この彼女の嘆きを岸田首相はどう

受け止めるのでしょうか。少なくとも若桜町

は上川町長はじめ、町執行部と町民一致協力

し、再エネ・省エネ最先端のまちづくりに力

を合わせようじゃありませんか。ということ

で大きな２つ目の質問に入らせていただきま

す。

いのちとくらしを支える町の諸施策につい

てであります。１つ目です。コロナ禍により、

一層大変な労働を余儀なくされている、福祉

関連職種処遇改善に対する岸田内閣の目玉政

策として、本年２月から介護等医療福祉関係

従事者の給料を平均４千円から９千円引き上

げる取組が行われていると聞きます。

若桜町社会福祉協議会の介護職など、関係

者の引上げ状況を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

若桜町社協の介護関係者の給与の引上げの

状況についてのご質問でございます。

まず、この「給与を引き上げる取組」につ

いてですけれども、これは一定の要件を満た

した介護サービス事業者が、その所属する介

護職員の令和４年２月分以降の賃金改正を実

施した場合に、都道府県に申請することによ

って、「介護職員処遇改善支援補助金」の交付

を受けることができるというものでございま

す。

コロナ禍で過酷な労働環境の中での勤務を

余儀なくされる介護職員の処遇を改善すると

ともに、不足する介護職員の確保につなげて

いこうという取組であろうと理解しておりま

す。

さて、若桜町社会福祉協議会の介護職など

関係者への引上げ状況についてのご質問でご

ざいますけれども、若桜町社会福祉協議会は

一社会福祉法人でございまして、町はその職

員の賃金の決定に関与できるものではありま

せんし、また、「職員の賃金」という非常にデ

リケートな部分に関することでございまして、

法人として公表なさっていらっしゃらない以

上、町としてお答えすることはできないと考

えております。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

別法人っていいますか、町と関係の深い法

人であっても、その法人の中での状況が明ら

かにされない以上は、それを把握して公表す

ることはできないという、そういうことだと

いうふうに理解いたします。

そういうことも、ちょっと私自身思いなが

らの質問だったんですけど、やっぱり本当に

大変な労働を余儀なくされておりますし、そ

れにコロナがこうあって、余計自分自身がコ

ロナに感染する現場で働かれておる従事者の

皆さんへのやっぱり正当な対価として、やっ

ぱり賃金の引上げというのは大きな支えにな

るのじゃないかというふうに思っているとこ

です。

政府は来月１０月からこの処遇改善につい

ては、介護報酬、医療でいうと診療報酬だと

思うんですけど、対応するということにされ

るようであります。それで、こういうふうに

なると、報酬の引上げが利用者、患者負担に

つながっていくということもあります。そう

いうちょっと質問とはずれるかも分からんで



すけども、そういうことがありますし、また、

そういう介護報酬、診療報酬の点数によって

収入が得られた分は、介護従事者に間違いな

く給付されるのだろうかというような辺では

懸念があるようです。

そういうところでの問題点も抱えながらの、

今の処遇改善の状況だというふうに思ってお

るんですけど、町としては、そういう別法人

だと言いながら、町内の関係職場、そういう

ところでの動きを最大限目配りしていただい

て、従事者の皆さんの暮らし向上につながる

ような、そういう役割っていいますか、配慮

を望みたいと思うんですが、ちょっと再度所

見を伺いたいんですけど。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

介護従事者への処遇改善を、間違いなく賃

金に反映すべきではないかというようなご質

問だったかと思いますけれども、このたびの

コロナに関しましては、介護従事者も感染防

止対策を徹底をしなきゃいけない。自分たち

も感染のリスクを負いながら、そういった過

酷な中で働いておられまして、やはり処遇改

善というのは必要でありますし、介護職員の

全国的な不足というようなこともありますの

で、そういう人材を確保するという意味でも、

このたび政府のほうで処遇改善ということで、

方針を打ち出されたというのはいいことだと

いうふうに思いますし、それがこの１０月か

らですか、介護報酬のほうにも反映されると

いうことで、それが確実に現場のほうの賃金

の改定に結びついていくということが、私も

非常に望ましいことではないかなというふう

に思います。

ただ、そこに町が直接介入してということ

は、今、そういう制度上はできませんけれど

も、なるべくその現場の職員さんの待遇を改

善してほしいという気持ちは持っておるとこ

ろでございます。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長のお話で、そういう処遇に対する期待

については述べられまして、そういうことは

町民に発信されるように望んで、次の２つ目

に入らせていただきます。

今年度の後期高齢者医療特別会計は広域連

合方針により保険料の引上げが行われ、

14.92％の増収が見込まれています。保険料の

算定基礎である均等割は４万７,４３６円で、

対前年度比４,９５６円の引上げ、所得割率は

9.10％で対前年比 1.03％引上げの負担増と

なりました。

保険料引上げは、コロナ禍にあって物価高

騰が収まらない中、後期高齢者にとって大き

な影響があると考えます。納付困難な方の発

生が懸念されますが、所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

後期高齢者の保険料の引上げについて状況

を伺うというご質問でございます。

後期高齢者の保険料は、「高齢者の医療の確

保に関する法律」第１０４条の規定によりま

して、療養の給付等に要する費用の予想額、

高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保

険者の所得の分布状況及びその見通しなど、

おおむね２年を通じて財政の均衡を保つこと

ができるものでなければならないというふう

に定められております。

今年２０２２年は、いわゆる団塊の世代の

先頭集団が７５歳となり、後期高齢者の仲間

入りをする年となっており、そのため、事業



に要する費用の予定額、療養の給付に要する

費用の額の予想額などを勘案をして、鳥取県

後期高齢者医療広域連合において保険料の算

定をされた結果、令和４年度、５年度、この

２か年についての引上げが行われたものでご

ざいます。

当町の、令和４年度後期高齢者医療保険料

の賦課状況でございますけれども、８月末時

点で納税義務者８３７人、１人当たりの保険

料年額は５万２８４円となっております。

このうち、所得が低い人については、世帯

の総所得金額の合計額に応じて、均等割額が

軽減をされておりまして、該当者は７割軽減

が４１２人、５割軽減が１３４人、２割軽減

が４４人の合計５９０人となります。

収納方法につきましては、年金からの特別

徴収は７７２人、約 91％になります。普通徴

収は７５人、約９％になります。このうち、

普通徴収につきましては、年額を４回に分け

てお納めいただいておりますけれども、８月、

先月に今月当初の納税通知を行ったところで

ございまして、第１期８月末納期限の収納状

況は、口座振替によるものが４６件で、これ

は 100％収納をしております。納付書による

ものが２０件で、未納が３件となっておりま

す。

保険料の改正につきましては、広報わかさ

７月号でお知らせをいたしまして、また、８

月の今年度当初の納税通知に、広域連合から

のチラシを同封をしておりますけれども、保

険料の増加によって、年金から特別徴収の基

準を超えたために、普通徴収への納付に変更

になったという方から、変更理由について説

明が足りないのではないかといったご指摘も

いただいたりしております。

高齢者の方により分かりやすく丁寧に説明

するよう努めていきたいと考えているところ

です。なお、新型コロナウイルス感染症の影

響によるものも含めまして、災害または失業

等で収入が減少し、納税が困難な方に対しま

しては、一定の基準を満たせば減免制度も用

意してございますけれども、現在のところ納

税についての相談はございません。以上でご

ざいます。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

特別徴収で納められている方、年金から差

し引かれるということで、もう有無を言わさ

ずといいますか、そういう状況だと思います

し、細かい説明は、繰り返しはしませんけど、

普通徴収の中で未納が３件あるということは、

そのお家の家庭事情の中でそういう状況があ

ると思いますので、十分相談に乗ってあげら

れて、きちんとした対応ができるように望み

たいというふうに思います。

３つ目です。本年１０月から、来月ですね、

７５歳以上の後期高齢者で１人世帯年収２０

０万円以上、または１世帯２人以上の場合は

年収３２０万円以上の対象者は、窓口負担が

１割から２割へ２倍の負担増となります。

今回の改定がきっかけとなって、近い将来、

全ての方が２割負担となるのではないかと懸

念しますが、所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

来月１日から医療費の窓口負担が２割に変

更されることについての所見を伺うというご

質問でございますけれども。

全国的にも少子高齢化が進展をしておりま

して、団塊の世代が後期高齢者の被保険者へ

と移行する中で、医療保険制度における「給

付は高齢者世代中心、負担は現役世代中心」

という、給付と負担の見直しが実施をされま

した。



「現役世代の負担上昇を抑えながら、全て

の世代の方々が安心できる社会保障制度を構

築することが重要である」との考え方から、

子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づ

くりの強化等を通じて、全ての世代が公平に

支え合う、「全世代対応型の社会保障制度」を

構築することを目的とするもので、令和３年

の通常国会において、健康保険法の一部を改

正する法律が成立したところでございます。

これに伴いまして、この１０月の１日から、

これまで自己負担割合が１割だった人のうち、

一定以上の所得収入がある人のみ、医療機関

の窓口で支払う自己負担割合が２割に変更さ

れることとなりました。窓口負担割合が２割

の対象となるかどうかは、世帯の７５歳以上

の人の課税所得や年金収入を基に、世帯単位

で判定をされるということでございます。

なお、この制度改正により、１０月１日か

ら窓口負担が２割になる人の外来の負担を抑

えるために、１か月間の外来医療の負担増加

額を３千円までに抑える配慮措置、これが令

和７年の９月３０日までの３年間適用される

こととなっております。

さらに、医療費の自己負担額が高額になり、

所得区分に応じて示された自己負担額を超え

た場合に、その超えた額が高額療養費として

支給される制度によりまして、今回の引上げ

対象となる所得層には、入院だけでなく、通

院のみの上限額がもともと設定されておりま

すので、手術や化学治療などを受けて医療費

そのものが高額になっても、自己負担するの

は一定額までとなっておりますことからも、

医療費負担が単純に２倍になるということで

はございません。

後期高齢者の窓口負担割合の在り方につい

ては、世代間の公平性や制度の持続可能性の

観点から、今後も議論が進められるものと推

測しておりますので、それらを注視してまい

りたいと考えております。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私も来月から後期高齢者になります。それ

で、早速、広域連合のほうから保険証をいた

だきました。やっぱりちょっとこれからどう

なるんだろうという不安はあります。そうい

うことなんですけども、私以上に町民の方に

とっても非常に厳しい内容ではないかと。

先ほど町長のほうも３年間は上限３千円と

いう、この１割プラス上限３千円ということ

で１割分と３千円を足した金額が限度だとい

うことで、２割から差し引いた分は償還払い

ということというふうに認識しております。

それで、３年後は３千円という条件が撤廃

されて、それでもなお、今の条件で済むかど

うかっていう点ではちょっと推測をしかねま

すし、これが、全てが２割になると大変なこ

ととなるというふうに思いますので、改めて

町長のお所見をいただけたらなと。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

この問題っていうか、まさにその世代間の

公平と、あと、制度の持続可能性の折り合い

をどうつけていくかっていうそういう問題、

どうバランスを取るかという問題だと思いま

す。

現在、運営に必要な経費というのが、半分

が税金、５割が公費で残りの５割のうちの４

割が現役世代が負担をし、残り１割が高齢者

世代が負担するという、そういう負担割合に

なっておりまして、今後、団塊の世代がどん

どん後期高齢のほうに突入してくる、増加す

る高齢者と減少する現役世代の間でどう負担

の公平性を図っていくかということは、今後

も議論はされていくと思いますので、あるべ



きその負担の在り方という議論が、と思いま

すので、制度の持続可能性を維持していくと

いう視点も必要となってまいりますし、我々

としてはそういった議論の行方を見守ってい

きたいと思っております。以上です。

議長（山根政彦）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

世代間の公平と言われますけれども、若者

も老いていくんです。したがって、そういう

その辺のところの考え方を、今一度点検する

必要があるんではないかなというふうに思い

ます。

最後の質問です。昨年１０月２５日の総務

産業教育民生常任委員会で、若桜町は令和３

年度町村会要望として中山間地域における医

療福祉サービス提供体制の充実確保のため、

「民間の医療機関・福祉事業所に支援を行う

町村への財政支援制度の創設」について、提

出議案を提出したと伝えられました。

この若桜町の町村会要望後の経緯と、それ

に対する県の対応の内容について伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

昨年度の町村会要望についての経緯と県の

対応についてのご質問でございます。

まず、町村会要望ですけれども、これは県

の町村会が例年行っております県知事への次

年度予算編成に対する要望活動のことでござ

います。この要望事項は県内の１５町村から

提出された案件について、東部中部西部各地

区町村会及び県の町村会の審議を経て、県に

提出されるものでございます。

さて、昨年度の経緯ということでございま

すけれども、昨年度本町が議題提出いたしま

した「中山間地域における医療・福祉サービ

ス提供体制の充実確保に対する財政支援」に

つきましては、東部の４町の町長会で協議を

して、その後、県町村会の審議を経て、昨年

の１２月に知事のほうに提出された要望書に、

要望事項の１つとして盛り込まれました。

内容は、中山間地域における医療福祉サー

ビス提供体制の充実確保のため、民間医療機

関、福祉事業所に支援を行う町村への財政支

援を求めるものでございます。これに対して

今年の１月、鳥取県のほうから県の町村会に

回答がありました。その中で本町が提出した

要望に対する回答は、医療分野については僻

地医療支援等、現状の取組を継続するととも

に、関係機関の意見を伺いながら必要な対応

を行うという回答でしたし、また、介護分野

については、令和３年度に訪問介護サービス

緊急支援事業を創設して運営費の支援を始め

たほか、引き続き必要な支援を検討するとい

う内容でありました。以上です。

議長（山根政彦）

続いて、一般質問を許します。４番、山本

安雄議員。

議員（山本安雄）

傍聴に来られた皆様、４番、山本安雄でご

ざいます。このたびの一般質問では、町内事

業者支援と地域課題解決に向けた取組につい

て質問をいたします。

現在の社会情勢は、コロナウイルス感染症

の感染拡大や、この２月からロシアによるウ

クライナ侵攻によって資材・燃料高騰、併せ

て物価高騰によって、事業所では経営に影響

を受け、また、我々住民では生活用品や食品

または移動制限など生活に不便な思いをされ

た方もたくさんおられると推察しております。

また、少子高齢化が進む若桜町、特に池田

小学校区でございますけれども、これの課題

解決支援についての質問をいたします。



それでは、通告しております若桜町特定地

域づくり事業協同組合について質問をいたし

ます。若桜町特定地域づくり事業協同組合は、

地域人口の減少に対するため、特定地域づく

り事業の推進に関する法律を基に、事業者単

位で見ると年間を通じた仕事がない。安定的

な雇用環境、一定給与水準を確保できないと

いう課題に対し、地域の担い手を確保するこ

とを目的にできた組合です。

現在の組合員数、雇用人数及び現在従事し

ている職種についてお伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

山本安雄議員の一般質問にお答えをいたし

ます。特定地域づくり事業協同組合につきま

して現在の組合員数、雇用人数、従事してい

る業種を伺うということでございますけれど

も。

現在、組合に加入していただいている事業

所は６事業所ございます。内訳といたしまし

ては、有限会社若桜農林振興、それから一般

社団法人若桜町観光開発事業団、八頭中央森

林組合、観光タクシー有限会社、安泰ニット

株式会社、吾妻商事有限会社、以上６社でご

ざいます。

雇用の人数は４名でございまして、今、全

員、若桜農林振興で農業ですとか、施設管理、

食品製造業等に従事をしておるという状況で

ございます。以上でございます。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

現在の組合員数が６、雇用人数が４と、従

事している。今現在は、若桜農林振興に全員

が従事していらっしゃるということでござい

ます。それぞれ組合員の業種といいますか、

それを聞かせていただいて、それぞれに似か

よったところがあったり、また、それぞれの

特長を持って事業をしていらっしゃるわけで

すけれども、そういう中で４人の雇用者がど

こかに派遣されるということになってくるわ

けでけれども。

２番目の質問に変わりますけれども、この

事業は、移住定住の促進にも期待するという

事業ですが、派遣先、それからその時期です

ね、その調整については組合員の数と雇用人

数のバランス、例えばちょっと漠然としたこ

とになっとるかもしれませんけれども、必要

な時期に、必要な人が派遣していただけるの

かいただけないのかというようなバランスを

今後、いろいろ出てくるようなことを懸念す

るわけです。そういう意味で、バランスとい

うことを期待しとるわけですけれども、この

辺について町長、所見がございましたらお願

いします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

従業員の派遣先や時期の調整についての所

見を伺うということでございます。先ほどの

答弁でも申しましたけれども、現在の雇用人

数は４名ということで、３、４名全員が１つ

の事業所に派遣をされておるという状況でご

ざいます。

残り５つの事業所へは派遣がなされていな

いと。その要因の１つとして考えられますの

は、組合員である事業所の求める人材の需要、

これとそれに対する従業員の雇用による人材

の供給、これのマッチングがうまくできてな

いということによるものではないかと考えら

れます。双方のバランスを取って、多様な事

業所に派遣できるということが望ましいと思

いますけれども、そのためには組合員もそう



ですし、従業員も数を増やして、マッチング

の選択肢を増やしていくということが必要に

なるわけでございますけれども、従業員の雇

用を増やすということは公費の負担、国の補

助金等入っておりますので、なかなか限界は

あろうかと思いますけれども、組合員の数を

増やして、従事できるその業種の選択肢を増

やしていくということはできると思いますの

で、そちらの努力をしてまいりたいというふ

うに思っております。

なお、本事業によりまして移住につながる

ということも期待をされておりまして、従業

員が町外から町内に移住された場合は、５年

間を限度に月額２万円の移住手当、これを支

給する仕組みもございます。ただ、移住希望

者に向けた求人を行っておりますけれども、

今のところ申込みはないという状況でござい

ます。今後も引続き状況を注視しつつ、課題

解決の手立てを検討していきたいと考えてお

ります。以上です。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員(山本安雄)

まさに私が懸念していることと同じこと

を町長も懸念しておられたのかなと思ってい

ます。このマッチングについては、こうやっ

て協同組合が設立されて、それぞれの組合員

の中での調整をされるということになろうか

と思います。この中で、補助事業者としてど

こまで指導監督ができるのか、なかなかむず

かしい状況ではあるだろうなということを想

定しますし、また、それぞれの組合員として

の事業者は、会社法人として事業計画を立て

たりというような、そういう時期もますます

来るわけですよね。そういう中で、行政とし

てはどこまで関与ができるのかなということ

をちょっと懸念していまして、その辺につい

ては私もちょっと調査不足ではあるんですけ

れども、その辺については、町長、何か所見

がございましたらお伺いできませんでしょう

か。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

その組合員と従業員とのマッチング、これ

が今、組合員数も従業員の数も限られている

という中で、行政としてどこまで関与できる

かというご質問かと思いますけれども。

この特定地域づくり事業協同組合というの

は、あくまでその地域の事業所が人役が一人

に足りないような場合に、それぞれ事業を持

ち寄って全体として雇用の人数を増やすこと

で、地域の移住、定住につなげていこうとい

う事業者サイドの取組でございまして、町の

ほうとしては、補助金という形でこれを国と

一緒に支援はしておるわけですけれども、直

接その組合員を増やすですとか、従業員を増

やすとか、というところに指導をしたりとい

うような関与はちょっとできないのではない

かなというふうに考えておるところでござい

ます。以上です。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

町長答弁されたとおり、なかなか行政が深

く関わっていくということはむずかしい事業

ではあろうかとは思いますが、先ほどの答弁

でありましたように、従業員が増えるとか、

組合員が増えるとかいうようなこと、また、

若桜はしっかりそれに取り組んでおるよとい

うこと、これは新聞報道でもあったんですけ

ど、町外に向けてもしっかとアピールしてい

ただいて、それで、たくさんの方が移住され

るように、間接的な応援ということでしかな



らないとは思いますけども、引き続いてしっ

かり注視していただきたいと思います。

次の質問に移ります。次の２番目の事業者

支援についての質問でございますけれども、

この質問に入る前に、それぞれ事業者はそれ

ぞれの業務の中で切磋琢磨しながら、競争社

会の中で経営努力をするということが基本で

あるということは、私、思っていますし、そ

ういう中で、現代の社会情勢につきましては

冒頭で述べたとおりであります。

という状況の中での質問になります。コロ

ナウイルス感染症によって、業績が下がって

いる事業者があることは新聞、テレビなどの

報道で承知しています。町内の事業者も例外

なく、と書いておりますけれども、調べたも

のではないので例外もあるやもしれませんが、

町内の事業者も雇用調整助成金や持続化給付

金などの制度を利用して経営を維持していら

っしゃる事業者もあると承知しています。

町民が安定的に雇用されていることは、町

全体の消費喚起や活性化に欠かせないことと

思っています。町内事業者が安定した経営を

維持することが地域内循環だと考えています。

そういう意味で、町長に、これが地域内循環

につながるんだというようなことを思ってお

るわけですけれども、町長は、今、私のこの

質問に対してどのようにお考えでしょう。

議長（山政政彦）

答弁を求めます。上川町長

町長（上川元張）

コロナ禍で町民が安定的に雇用されるとい

うことが町全体の消費喚起や活性化に欠かせ

ないと、地域内循環につながるということで、

町長の所見を伺うというご質問でございます。

町民が安定的に雇用され、町内事業者が安

定した経営を維持されるということが町内循

環につながるということについては、議員が

おっしゃるとおりであると思います。

新型コロナウイルス感染症につきましては、

現在、県内では感染者数が減少してきており

ますけれども、依然として安心はできないと

いう状況でございます。収束する気配がまだ

見えてこないということでございまして、長

期間にわたるコロナ禍の影響は商工業をはじ

めとした地域経済全般に及んでいると考えて

おります。

加えて、ロシアによるウクライナ侵攻によ

り供給網が機能不全に陥りまして、原油や穀

物等の価格高騰や資材調達の困難化を引き起

こしておりまして、事業者の経済活動や経営

環境とともに、町民の暮らしも直撃をしてい

るという状況だろうと思います。議員が言わ

れるとおり、こうした状況下にあっても、事

業者が安定した経営を継続し、町民の雇用を

維持していただくことは、町内の消費を喚起

し、町内経済を回し、町全体の活性化につな

がっていくものと考えているところでござい

ます。

こうしたことから、国の雇用調整助成金や

持続化給付金、県の支援に加えまして、現在

若桜町では、若者の雇用促進と担い手不足を

解消することを目的に、「若桜町ふるさと活性

化若者定住促進奨励金」を交付しているほか、

商工会との連携の下で、「若桜の中小企業等応

援金」や「若桜町オミクロン株影響対策緊急

応援金」など、コロナ禍における事業者の経

営資金や、「若桜町事業所経営支援補助金」な

ど事業承継に係る資金、これを補助すること

で支援を実施をしておるところでございます。

また、町民の消費喚起を図ることを目的に、

７月上旬から「わかさ暮らし応援券事業」を

実施をしておりまして、８月末時点で応援券

の利用率が 53％を超えておって、町内消費に

つながっているということを実感しておると

ころでございます。

今後も引き続き、商工会との連携を図りな

がら、支援策や経済対策を総合的に講じてい

くことが大切であると考えております。以上



です。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

まさにいろんな国や県の制度に乗って、ま

た、いろんな制度を使いながら、地域内循環

をしていくということ、それなりに事業者に

は支援も行っている、若者の支援も行ってい

るということでございます。いろんな支援制

度があるわけですけれども、事業主が安定し

た経営をするということは、それなりに人材

の確保も当然必要なことになってくるだろう

と思います。

そういう中で、２番目の質問に関係すると

ころになるんですけれども、事業主が安定的

に経営する、そこにはそれなりの労働者も必

要なわけで、それなりの制度の中で、その制

度を利用するものについて、例えば持続化給

付金など、そういうような制度について従業

員は今のまま、もしくはさらに何人か雇用し

てくださいとかいうような、そういう制限が

ついたものは私の中ではないと思っています

けれども、その辺りの把握はしておられるの

かどうなのか、お尋ねします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

担当課長のほうから答えさせていただきま

す。

経済産業課長（中島毅彦）

失礼します。経済産業課長の中島です。町

のほうでの助成制度のほうはございません。

国側のほうの制度のほうでは幾つかあるとい

うふうに思いますけども、詳細については把

握できておりません。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

国の制度の中、ちょっと私調べてみたんで

すけど、国の制度の中でもちょっとそれに当

たるもの、当たりそうだなというものはない

ことはないんですけれども、通告してない内

容になりますけど、よろしいですかね。

通告してないのでよいかと聞くわけにはい

きませんね。ちょっと私が調べてみましたの

に、労働省の関係で、地域雇用開発助成金と

かっていう制度があります。ただ、これは地

域限定になっていまして、若桜町はここには

該当してないというふうに、インターネット

で調べたんですけどね、最近の情報はそうじ

ゃないんかもしれませんけれども、いずれに

してもその事業者が安定した経営をするとい

うのは、いずれにしても従業員とセットのも

のだと私はそう思っておりまして、そういう

中で２番目の質問に入るわけですけれども。

人口減少対策、担い手確保のための通年雇

用している、いわゆる町内で働く方が安定的

に生活できるという、そういう意味であるん

ですけれども、若桜町独自、いわゆるどの町

村も全国的にやっているということではなく

って、若桜町の特色として若桜町独自の助成

制度を検討してみてはどうでしょか。町長の

所見をお伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

通年雇用の維持のために、町独自の助成制

度を検討してはどうかというお尋ねでござい

ます。

町内事業者が安定した経営の維持、雇用の

継続が実施されるということは、町全体の消



費喚起に欠かせないものであり、地域なり経

済の好循環につながっていくものだと考えて

おります。議員ご提案の人口減少対策、担い

手確保のために通年雇用を維持している事業

者に対して支援をしてはどうかということで

ございますけれども、事業者の皆さんがこの

厳しい状況の中で必死で頑張っていらっしゃ

るということは承知をしており、その経営努

力に対しては敬意を表するものでございます

けれども、助成制度といたしましては、今こ

のコロナ禍のその雇用調整助成金や持続化給

付金というものがございますので、それ以上

の町独自の助成制度を創設するということは

考えてはおりません。以上です。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

町独自のものは考えてないということでご

ざいますけれども、先ほどの質問でありまし

た従業員の雇用が大切だというところは、先

ほどの答弁で必要なということは認識してい

ただいたと、そう理解しておりますけれども、

そこのところはそのように理解させていただ

いてよろしいんでしょうか。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

従業員の雇用を維持していただくというこ

とが大切であるというところはいいと、共通

認識であると思います。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

非常にね、ちょっと残念だなと思うところ

もあるんですけれども、事業主、町長と、例

えば事業主の方との懇談会をして事業主の意

見を聞いてみられるとか、そういうようなこ

とも検討してみられたらどうかなということ

を思うわけですけれども、年齢層、事業主の

従業員に対する年代別なところでどうしても、

先ほど若者に対してのということもありまし

たけども、若者の従業員が少ないということ

をおっしゃっている事業主もあるわけですけ

れども、その辺のところの解消に向けた努力

も、今後、必要なのではないかなということ

を思いますし。

町内で働く人が増えるということは、それ

なりに町内で生活する時間が増えるというこ

とになると、いろんな課題解決にもつながる

んじゃないかなという、そういうメリットも

あるなと思うものですから、そういう質問を

させていただいたところですけれども、先ほ

ど私が申しました国の事業も含めたところで

再度検討してみてはいただけないかと再度お

伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問でございます。コロナ禍で

大変厳しい状況下ということではございます

けれども、そもそも、企業経営とは何なのか

っていうような話になってくるかとは思うん

ですけど、これくらい売上げがあれば、これ

くらいの従業員を通年雇用できるんではない

かっていう、そういう想定をした上で企業の

事業経営というのはされておるんではないか

というふうに思うわけでございます。

そこに通年雇用というところで、町のほう

で助成を入れるっていうのが、果たしてその

コロナ禍に限らずということで、多分そうい

う趣旨でのご質問だとは思うんですけれども、

そうなれば、確かに外から移住者が起業する



とかっていったことにつながる面はあるかと

は思うんですけれども、そもそも、そこ全て

の町内たくさん事業所がありますけれども、

全ての事業者が、通年雇用を前提で必要な従

業員を雇って企業経営をされているわけで、

そこ全てに助成を出すっていうことは当然で

きませんし、そこで何だかの線引きをするっ

ていうことになりますと、それも非常に難し

い話ではないかなというふうに思っておりま

す。

もともとこの季節には仕事がないっていう

前提で、それでも仕事があるときにしっかり

稼いで、年間通して従業員を雇用していくっ

ていうことで、そういった業種ももちろん特

に農林水産業とかそういう自然を相手にする

仕事では、そういう形で冬の間は何だかの仕

事をつなぎながら工夫して、それぞれの事業

体の中で工夫をしながら通年経営というもの

をされておるという状況ではないかと思いま

す。

このたびの特定地域づくり事業協同組合っ

ていうのは、それを単独でやるよりは複数集

まったほうが、それで仕事を持ち寄ったほう

がより 0.5 人役くらいの仕事をたくさん持ち

寄ればそれで一人役、二人役、三人役、その

雇用が生まれるというそういう発想でされて

いる事業でございますので、どうしてもその

通年雇用ができなくて困っているっていう話

があれば、最初申し上げましたように、組合

員の数を増やす努力っていうものはしていき

たいと思いますので、そういう特定地域づく

りの協議会に加入をしていただくとか、そう

いう選択肢もあるとは思うんですけれども、

そういう個別の通年雇用に困っていらっしゃ

る事業者に対して、町が平常時からその通年

雇用支援する、助成するということはちょっ

とやはりそもそも企業経営というものを考え

ると非常にハードルが高い、難しいのではな

いかというふうに思います。以上です。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

全ての事業者ということではなくって、そ

ういう制度の中で、希望される事業者という

ことでの質問でもあったところですし、例え

ば、先ほど町長もおっしゃいましたけれども、

林業関係には人材育成ということで社会保険

料事業者負担分を助成するという制度、これ

若桜町だけじゃなしに林業事業体ということ

になっていますし、これは強制ではなく申請

制度ということでもあります。

そういう中で、先ほど季節労働のこともお

っしゃっていましたが、これも通年雇用助成

金という制度が労働省の制度ではあるんです

が、設けられているところでもあります。そ

ういう中で、本当に通年雇用、頑張って通年

雇用やっているという事業者に対してはそれ

なりに申請によりということではあるんです

けども、検討していただきたいという、そう

いう強い思いでの質問でございます。

続いて次の質問に入ります。地域の課題と

地域づくりということでございます。このコ

ロナ禍なので、なかなか施行として難しいか

なと思うところでありますけれども、平成２

２年度制定された「若桜町集落担当職員設置

要綱」によって、各集落の活動に参加すると

いうことは課題解決には重要だと思っており

ます。何年も経過してそれなりに職員の方に

は各集落に出向いていろんな活動はしていら

っしゃるとは思いますけれども、再度この課

題解決に向けた活動ということについて町長

の所見をお伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

集落担当職員設置要綱による各集落への職



員の活動参加ということについてのご質問で

ございます。

集落担当職員の設置は、職員の資質向上を

図るとともに、行政と集落の連絡調整を行う

ことを目的に行っております。平成２２年に

策定をした要綱に基づきまして、毎年各集落

に職員を配置し、担当集落の世帯を訪問し様

子を伺うとともに、行政情報の伝達や緊急情

報カードの配布、防犯等の注意喚起などを行

うこととしております。

また、その際に、町へのご意見やご提言を

いただくこともありますし、日々の生活の中

での困り事などをご相談いただくこともあり、

職員間はもとより、必要に応じて民生委員、

その他関係機関との連携を図って町民の皆様

が安心して生活いただけるよう努めておりま

す。

世帯訪問については、平成２２年度から２

９年度までは年１回と、全世帯を訪問してお

りましたが、平成３０年度からは、高齢者の

見守りを重点的に、７０歳以上のみの世帯を

年２回訪問しております。令和２年度以降は、

コロナ禍ということもあり、訪問回数を１回

と減らしておりますけれども、本年度も緊急

情報カードの更新時期に併せて、今後、高齢

者世帯の訪問を行うよう計画をしております。

各集落の活動への参加をということでござ

いますけれども、本年度は、従来、防災担当、

包括支援センター、社会福祉協議会で行って

いた地域の支え愛マップの作成・更新作業、

ここへ集落担当職員を派遣することとしてお

りますし、１０月２日に実施予定の若桜町防

災訓練では、全集落というわけにはいきませ

んけれども、担当集落での防災訓練に参加す

るなど、新たな集落担当職員としての関わり

方も考えているところでございます。

集落、地域の課題を把握することは、町行

政を行っていく上では重要なことの一つであ

ると認識しておりますので、今後も様々な機

会を捉え、積極的に住民に寄り添い、声に耳

を傾けていきたいと思っております。以上で

ございます。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

とってもいい制度だと。私は、もう何度も

この件については一般質問させてもらったと

ころではありますけれども、しっかり職員の

方も大変だとは思いますけれども、しっかり

この制度を活用していただいて、役割の中で

は町主催の主要事業説明会や住民懇談会等意

見の聞き取り等々もあるわけですけれども、

先ほど申し上げましたコロナ禍なので、なか

なか活動しにくいということがございますが、

いろんな支え愛マップの作製なんかは、まさ

に集落の住民との距離が縮まるいい取組かな

というように思っていますので、進めていた

だきたいと思います。

２番目の質問でございます。若桜町公民館

池田分館が今年１０月に改修工事が完了いた

します。ここは、地域のコミュニティの中心

場所であって、また、緊急時の避難場所でも

あります。

この完成を機に、本当に高齢化が進んでい

る地区であります。もう６５歳以上の高齢化

がどうとかいうことじゃなくて、７０歳以上

が 50％超えるんじゃないかなと思うところ

もありますけれども、そういう高齢化が進む

池田小学校区において、２９年度に計画され

た若桜版集落支員制度、これを再検討してみ

てはと思います。所見をお伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

旧池田小学校区において、若桜版集落支援

員制度を再度検討してはどうかというお尋ね



でございます。

まず、集落支援員制度といいますのは、平

成２０年に総務省が定めたものでありまして、

地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関し

てノウハウや知見を有した人材が、地方自治

体からの委嘱を受け、集落への目配り役とし

て市町村職員とも連携しながら、集落の巡回

や状況把握等を行うものでございます。

集落支援員には、その結果を基に、住民同

士や住民と市町村の話合いを促進し、集落の

維持、活性化に向けた取組につなげていくこ

とが求められています。令和３年度では全国

で専任が１,９１５名、兼任が３,４２４名配

置をされておりまして、鳥取県東部では鳥取

市、智頭町、八頭町が専任の支援員を設置し

ておられます。

議員ご質問のとおり、平成２９年度当初予

算に集落支援員の導入を見込んだ予算が計上

されまして、同年９月議会の一般質問で前住

議員から集落支援員設置の進捗についてご質

問があったというふうに承知をしております。

当時、モデル集落を設定して、その集落に

集落支援員を設置してみることからスタート

したいと答弁をしておりまして、その後、複

数の集落に集落支援員設置の提案を行ったよ

うです。しかしながら、当時、提案した集落

から設置に対して前向きなご意見がいただけ

ず、結果として、設置を断念したというそう

いった経緯でございます。

このように至った理由としましては、担い

手確保の問題もございますけれども、まだ、

当時、集落の住民同士での助け合いが維持で

きており、そのような中で集落支援員が設置

されることで、今までの住民同士の関係性が

変化してしまうことを心配される声があった

ためというふうに伺っております。

また、本来、住民同士の助け合いとして行

っている活動を、特定の人が仕事や責務とし

て担うことに対して抵抗があるといった意見

もあったようです。その後、集落支援員の設

置について大きな進捗はございませんでした

けれども、役場として集落訪問等の事業を通

じて集落の状況把握には努めてまいりました。

平成２９年当時から５年を経まして、本町

の状況も変化をいたしております。町全体の

人口は平成２９年当時は３,３７２人、高齢化

率は 44.8％でしたけれども、現在この９月１

日時点で人口は２,８７６人、高齢化率は

49.5％となっており、高齢化・過疎化がより

一層進んでまいりました。

池田地区におきましては、現在人口は３７

９人、高齢化率は 61.2％と町全体と比べても

過疎化・高齢化が進んでおり、実際、選挙期

間中に池田地区の住民の皆さんから集落機能

の維持や集落活動の継続が困難になっている

という声をいただきました。

また、６月３０日に池田地区の寿大学に出

向きましたけれども、そのときも同じような

声を伺っております。池田地区の活性化を図

り、住民の皆さんが安心して暮らしていける

地域づくりを行うことは、本町の大きな課題

でございまして、私の基本政策をまとめた「が

んばるプラン」の中でも、池田地区の活性化

を重点施策に位置づけております。

具体的な施策として、まず、課題やニーズ

を吸い上げ、住民主体の活動、地域と行政を

つなぐ役割を担う組織として、池田地区地域

振興協議会の設置を検討をしていきたいと考

えているところでございます。

そして、冒頭おっしゃいましたように、１

０月には池田分館の改修工事が完了いたしま

すけれども、この池田分館が持つコミュニテ

ィの中心的な役割に加えて、今後、池田地区

の活性化の拠点となることにも期待をしてお

りまして、現在、リニューアルの記念イベン

ト、こけら落としといいますか、それの開催

に向けて、住民の皆さんと検討を行っている

ところでございます。

これらの取組を地域と行政が一体となって

進めていく中で、集落支援員の設置も含めま



して、地域の課題や住民のニーズ、地域づく

りの在り方について池田地区の皆さんと一緒

に検討してまいりたいと考えております。以

上です。

議長（山根政彦）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

先ほど町長答弁にもありました過去、です

から平成２９年ですね、そのときの町長答弁

も引用されての話ではあります。それから５

年経過して、その５年後どうなったのか、い

い関係が続いているのかどうなのか、いろん

なこともあろうかと思います。

このたびの選挙でいろいろ町長も歩かれて、

そういうことを感じ取られて、それで、この

たびの施策につながったものと思います。私

も協議会制度については何度か過去に一般質

問でもさせていただいたところでもあります。

その都度、なかなか地元で頑張らないかんが

なという話、まさに、基本はそこではあるわ

けですけれども、こんだけ高齢化していく、

それで若者が出ていく、なかなか維持してい

きたいんだけれども、さあ、皆さんどうしま

しょうか。でも、なかなか太鼓を叩いても舞

えないという状況がこの５年間の間には少し

進んできたような気がしております。

こういう中で、こうやってこのたび当初予

算にもつけていただけましたし、協議会に向

けての協力、それから支援員制度も検討して

みるというようなことなので、ぜひこれがモ

デルとなって、町内至るところでこういう活

動ができる、そういう努力をしていただきた

い、そういう思いでございます。

町長の思いに応えるべく、町民としてもし

っかり活動できるようになればいいなと期待

するところです。

以上をもって、私の質問は終わります。

議長（山根政彦）

暫時休憩いたします。

   午前１１時０５分  休 憩

   午前１１時２０分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き、会議を再開します。一

般質問を許します。７番、川上守議員。

議員（川上守）

７番、川上です。朝晩、日に日に寒くなり

秋も深まりつつあります。皆様におかれまし

ては体調管理等していただき、体調には十分

気をつけていただきたいというふうに思いま

す。さて、上川町長が就任して半年以上がた

ちました。この間、町長の職務に慣れてこら

れ、若桜町に何が大切で、何が重要か、何を

継続していくのかが分かりつつあるというふ

うに思っております。

そこで、３月定例会の一般質問において、

町長の所信表明の一部に対して質問をさせて

いただきました。その質問に係る、現在進ん

でいる、わかさ生協診療所移転場所に隣接す

る新町造成地について、また、農林業の質問

に対するその後と若桜鉄道について、大きく

３点について質問をさせていただきます。

最初の質問で、新町造成地についてお伺い

をいたします。新町造成地は、赤松団地造成

地完売後の新たな造成地として整備されたも

のであります。前町長に変わった後の４年間、

常任委員会や議員個々の一般質問において、

事業の推進の意見要望をしてまいりました。

しかし、事業も進むことなく現在に至ってい

ます。

周辺では、「若桜さくらの郷」の建設も進ん

でおり、隣接する造成地の利用について、常

任委員会でも説明がありましたが、改めて新

町造成地の考え方についてお伺いいたします。



議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

新町造成地についての考えを伺うというご

質問でございます。この新町造成地は赤松団

地が完売する見込みの中で、移住者や定住者

に向けた新たな宅地の確保が急務であること

から、平成２８年度に新町の製材所の跡地を

購入をし、隣接する職員駐車場、当時、職員

駐車場が隣りにあったわけですけれども、こ

こと併せて宅地として造成をするというそう

いう計画でございました。

計画当時は、宅地造成予定地に予定区画や

道路整備を盛り込んだ宅地造成計画の図案を

当時の議員の皆様にお示しをしておりました

けれども、川上議員のご指摘のとおり進展が

ないまま今日に至っているといった状況でご

ざいます。

私は町長に立候補するに当たりまして、８

つの施策を柱にした「がんばるプラン」とい

うものを作成をして、その柱の１つに高齢者

が暮らしやすく、若者が根づくまちづくりを

上げて町民の皆様に訴えてまいりました。こ

れは全ての町民が暮らしやすい環境を整え、

将来子どもたちが地元に帰ってきてほしいと

いう願いを込めたものでございます。

このたび策定した第１０次若桜町総合計画

には、移住・定住施策として、子育て世帯や

ひとり暮らし向けの住宅や宅地の整備を検討

し、若者等の町内定住の推進を主要施策の１

つとして上げさせていただけました。これら

を踏まえて、移住・定住施策の第１段という

ことで、若桜町に住み続けるための住宅の新

築、取得並びに居住関係の整備を支援する若

桜町住宅支援補助金を創設をいたしまして、

この９月の１日から施行しております。

広報わかさ９月号等に事業の内容を掲載し

て周知を図っているところですけれども、町

民の皆さんの関心も高く、既に１件交付決定

を行い、さらに、幾つかご相談をお受けして

いるという状況でございます。

そして、この移住定住施策の第２段といた

しまして、この新町造成地について、これま

で計画が止まっておりました造成計画を再開

させ、できるだけ早い時期に宅地として分譲

できるようにしてまいりたいと考えていると

ころでございます。町内特に若桜宿内に家を

建てる場所がないという声も聞きますし、特

に若い人が実家を出て生活をする場合の町内

の受皿としても、この造成地を活用できるの

ではないかというふうに考えております。

今後、議員の皆様方のご意見を伺いながら

進めてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。本町の人口問題は喫緊の

課題でございますので、この若桜町住宅支援

補助金と宅地分譲のこの相乗効果で、移住及

び定住人口の確保対策に取り組んでまいりた

いと考えております。以上でございます。

議長（山根政彦）

川上守議員。

議員（川上守）

先ほどの町長の答弁の中で、宅地造成とし

てこれからやっていくんだということを聞か

せていただきました。常任委員会や議員個々

の質問におきましても、これまでに事業推進

の意見をずっと言ってきた中で、４年間何ら

動きがなかったということを、本当に非常に

残念に思っておりました。

話が少しちょっとそれるかも分かりません

けど、私自身で身近なところでの数字を聞い

たところによりますと、昨年１年、町外に出

られた若い夫婦の世帯が３組出られたという

ことも聞いておりますし、今後４組が出るよ

うなことであるということを聞いております。

これはあくまでも町長、私の身の回りのこ

となんで、多分これは減ることはなく、逆に

増えるのかなというふうに想像はしておりま



す。人口減少に歯止めをかけるべきが、この

政策が根底から崩れているというふうに考え

ております。若者の定住を考え、新若葉の町

営住宅として４棟で２４戸、赤松団地で雇用

にかからない住宅が２棟で４戸、同じく戸建

てで４戸と長きにわたって建築をし、定住に

寄与してきたというふうに考えています。

５年に１度の国勢調査ですが、令和２年１

０月に行われました調査に併せて人口の数、

維持、増加は非常に重要だというふうに考え

ておりまして、今日もお越しですけども、小

林町長時代にはこれらに向けての政策の継続

を行っていたというふうに思っておるところ

であります。

この２年を見ても、若い家族が町外に数多

く出ております。この事業について、先ほど

宅地造成としてということで町長の方から話

がありました。今の状況は地盤のほうも埋立

てもほぼ終了しておるというところの中で、

どれぐらいのスパンで完成といいますか、宅

地造成地として、いつ頃完成を考えておられ

るのか再度改めてお伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

川上議員の追加質問にお答えをいたします。

先ほどのお話の中で、川上議員の身近なとこ

ろで、既に３組の方が若い世代が転出をされ

たとか、今後４組の方が転出を予定されてい

るとかっていうお話がありまして、ぜひ、こ

の宅地造成のお話を皆さんにお知らせして思

いとどまっていただくようにしなければいけ

ないかなと。いずれにしましても、先ほどな

るべく早くという話をしましたけれども、待

ったなしといいますか、１年遅れればまた何

人か、何世帯か出ていくというような事態は

何とか防がなければいけないかなと。

若い世代が出ていかれるのは非常に残念な

ことですので、そういうふうに思っていると

ころでございます。

具体的なスケジュールにつきましては、今

後、基本設計なり、具体的な造成ですね、そ

ういったことは、来年度以降やっていきたい

と思っておりますので、それがどれぐらいか

かるか、基本設計に１年、造成に１年という

ような形で考えますと、実際に売出しができ

るのは令和７年度以降ということになるのか

と思いますけども、なるべく早く進めるよう

にしていけたらと思っておるところでござい

ます。以上です。

議長（山根政彦）

川上守議員。

議員（川上守）

いろいろと私自身も若い子たちに、できれ

ば若桜にとどまってほしいということを言い

続けて、この４年間来てまいりまして、この

今年度４組の中に１組はうちの息子も入って

います。新町造成地、小林町長がやられたと

きに赤松団地が完売するんだけども、新町で

こうこうでこういう造成地ができるけ待っと

れということで、何年も待たしたけども、そ

れが間に合わず今年度出るようなことになっ

てしまいまして、非常に残念に思っていると

ころなんですけども、先ほど町長が言われた

ように、こういう事業は待ったなしだという

ふうに思っておりますんで、できるだけ早く

造成地として完成させていただきたいという

ふうに思います。

第１０次若桜町の総合計画の先ほど町長が

言われました移住定住の促進においても、移

住定住には住居の確保が不可欠で、子育て世

帯やひとり暮らしに向けての住宅の整備、空

き家の利用を促進し、若者等を町内に留め、

町外への転出を防ぐ取組が必要というふうに

定義をされております。先ほど町長が言われ

たとおりであります。



若桜宿外の集落では、特に転出が増えてい

るというふうに考えております。長い時間か

かりましたが、赤松団地には子育て世帯であ

ったり、親世帯、多くの方が定住をされまし

た。町としても新町の造成地、これから何年

か後には造成地として宅地造成地として販売

なり、貸出しなのか、そういうようなことで

やっていくのではあるとは思うんですけども、

やはり移住者・定住者は、空き家であったり

とか、古民家ばかりを当てにしているという

ことはかなり考え方としては古いのかなとい

うふうに思います。

やはり今の若い子たちが若桜に家を建てよ

うという場合には、やはり新しい時代に沿っ

たものを建てて、自分らの生活に合うものを

ということの考え方になるというふうに思う

んで、やはり町として幾らかの住宅造成地の

ストックというものは、多くではなくという

意味ですよ、町長。特に赤松団地造成地はか

なり規模が大きかったというふうに思ってお

ります。

新町の造成地がこれから造成地としても、

多分１０区画以下になるのかなというふうに

は思っておりまして、以前、赤松団地が今の

造成地の形となる前の話はもう少し赤松団地

は大きかったというふうな計画だったと思い

ます。

後々に大きにするんだったかどうかは分か

りませんけれども、ちょうど私が議員に出た

ような時期でしたので、その周辺の土地の持

ち主から聞くと、行く行くはここも造成地に

なるみたいだで、これはあくまでも話ですん

で本当かどうかは分からないんですけども、

やはりあの辺にでも多少なりとも造成地が、

造成ができるのであればそういう考え方も行

く行くはしていくべきではないかなというふ

うに思いますが、町長、このストックについ

て町長の所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

町として造成地のストックを持っておくこ

とは必要ではないかというお尋ねでございま

すけれども、おっしゃるとおり、最近の若い

方は空き家とか、そういう古民家とかという

ところに関心を持たれる方もたくさんいらっ

しゃるんですけれども、やはり、宅地を新た

に造成された宅地に自分の家を建てたいとい

う希望というものは、従来どおりあるんだろ

うと思います。

その受皿として、町として赤松団地ほどの

規模ではないにしても、新町の造成地という

ことで準備をするということは、先ほどおっ

しゃった池田のほうからの転出ということが

あればその防波堤といいますか、町内でとど

まっていただけるようなそういう受皿にもな

ると思いますし、実家から離れて暮らしたい

という若い世代の方々の受皿に、同じ若桜町

内でもそういうニーズの受皿にもなってくる

と思いますので、やはりいろんな住宅のスタ

イルの 1 つとして、その宅地造成地というも

のをキープしておく、町として持っておくと

いうことは大切だと思っております。以上で

ございます。

議長（山根政彦）

川上守議員。

議員（川上守）

造成地、やっぱり選択肢の１つとしてそう

いうふうな造成地があるということは必要だ

というふうに、認識は同じだというふうに思

っております。以前、赤松団地のことを話を

しましたけども、赤松団地造成地ができる以

前、集落の名前をこの場で言っちゃあまずい

んかも分かりませんけども、ある集落でかな

りの人が今の若葉台の方に出られたという事

例がありました。その後での赤松造成地団地



の造成ということだったというふうに、時期

的にはそうだったというふうに思います。

議会の中でもやはり赤松団地造成、少し時

期的に遅かったのかなというような話もあっ

たように記憶しています。先ほどから言って

るみたいに、こういう事業については、継続

性を持ってしっかりとやっていただきたいと

いうふうに思いますのでよろしくお願いいた

します。

次の質問に入らせていただきます。若桜鉄

道についてということで、今年２月より若桜

町長に就任され、若桜鉄道株式会社社長の任

期満了により、６月から前社長に代わり代表

取締役社長に就任をされました。

町長としての経営に対する理念があるかと

いうふうには思いますが、現在、若桜町、八

頭町ともにかなりの速度で人口減少が進んで

いるところであります。こんな状況の中で、

旅客収入も減少しつつあります。今年度、決

算の状況報告書を昨日拝見しました。通告で

は、ここの場所は報告を受けてないという通

告になっておりますけども、昨日議長のほう

から報告書を見せていただきました。

経営は、かなり厳しい状況にあるというふ

うに思っております。以前、若桜鉄道の状況

と今後の方針を常任委員会の中でも説明を受

けましたが、町長として、今後の維持存続へ

の取組についての思いを伺いたいというふう

に思います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

今後の若桜鉄道の維持存続への取組につい

てのお尋ねでございます。若桜鉄道は第３セ

クター鉄道としてスタートして、今年で３５

周年を迎えます。若桜町、八頭町、鳥取市を

結ぶ地域公共交通として、これまで沿線住民

の通学や通勤、また、通院や買物などを支え

てきました。

経営のお話がありましたので、これまでの

経営状況をざっくり振り返ってみますと、マ

イカーの普及や沿線人口の減少に伴う利用者

の減少とともに年々赤字が膨らみまして、平

成２０年には約５,７００万円の赤字を抱え

ておりました。しかし、平成２１年の全国初

の上下分離方式導入によりまして、若桜、八

頭両町が施設設備の維持管理を負担すること

で黒字に転じまして、その後、平成２８年の

車両の町有化や、沿線自治体による高校生へ

の通学費助成といった支援制度もありまして、

何とか黒字を維持してまいりました。

しかしながら、新型コロナの影響によりま

して、令和２年度から再び赤字に転じまして、

昨年度は燃油の高騰ということも加わって、

約３００万円の赤字ということで２期連続の

赤字を計上しております。大変厳しい経営状

況に置かれているというのが現状でございま

す。

今後の鉄道存続への取組ということですけ

れども、沿線では過疎化、少子化が進んでお

ります。特に、両町の合計の人口を見ますと、

国立社会保障・人口問題研究所の推計人口に

よりますと、令和２年の国勢調査の結果は両

町で１万８,８０１人でしたけれども、２５年

後の令和２７年には１万３３３人ということ

で 45％の減少が予測されております。

今後、長期的に見ると、収益の要である通

勤通学定期の収益、これは大幅な減少という

ものを覚悟しなければならないのではないか

というふうに思っております。こうした状況

を踏まえまして、私は観光での誘客、これに

活路を見いだす必要があるのではないかと考

えております。

コロナ禍の２年半、旅行需要は低迷してお

りましたけれども、今後、コロナの収束とと

もに旅行需要は必ず戻ってきます。加えてア

フターコロナでは、両町の豊かな自然環境、

歴史風土や生活文化のすばらしさが、都会の



方や外国人の方に評価されるときが必ずくる

と確信をしております。

そうした追い風を巻き起こすためには、若

桜、八頭両町の観光との連携というものが欠

かせません。若桜鉄道そのものも立派な観光

資源ではございますけれども、それだけでは

多くの観光客は呼べません。鉄道そのものの

魅力向上と併せまして、両町の観光の魅力向

上との相乗効果が発揮できるように、両町と

の連携というものをこれまで以上に深めてい

きたいと考えております。

また、併せて、沿線住民の新たな需要を掘

り起こしていくということも大切だと思いま

す。地元の人に乗っていただく、自分たちの

鉄道というマイレール意識を持っていただく

ことが長い目で見れば鉄道の存続につながっ

ていくというふうに思います。

例えば、貸切り観光列車を活用して、「わか

さあすなろ」では入所者のリハビリ訓練の一

環としてこの鉄道を利用されたり、あるいは、

八頭町では卒園列車として、保育所の園児と

保護者が一緒に車内でイベントを行ったりと

いうような取組など、沿線住民による新しい

利用の形態が増えてきております。

こうした利用を掘り起こして、地元のファ

ンを少しずつ拡げていくということも大切で

はないかと考えております。

今年度も間もなく上半期を迎えますけれど

も、７月末までの４か月での状況を見てみま

すと、対前年比で輸送人員は 12％の増、旅客

収入は 13％の増、特に普通旅客が伸びていま

す。また、７月に京都鉄道博物館で隼ラッピ

ング列車を特別展示いたしましたけれども、

その際には、３週間のイベントで入館者が約

１万９千人、グッズの販売が約１１０万円の

売上げということに大変盛況でございました。

さらに、７月から開始をしております土日

休日の貸切観光列車については、来年の３月

下旬まで既に予約がコンスタントに今、入っ

ておるという状況でございます。

燃油の高騰等、営業コストも上がってきて

おりますので、今段階で収支がどうというこ

とは不透明ではございますけれども、このよ

うに少しずつ明るい兆しが見え始めておると

いうことでございますので、今後ともアフタ

ーコロナを見据えてしっかり取り組んでいき

たいと考えております。以上でございます。

議長（山根政彦）

川上守議員。

議員（川上守）

町長の答弁でおおむね理解をするところで

ありますが、第３５期の株主総会の資料を拝

見し、令和３年度の主な事業として観光列車

ツアー誘客誘致応援事業等、また、観光列車

のＰＲグッズデザイン作成事業、体験モニタ

ーの募集事業、その他商品の販売、イベント

の参加等、それとまた、常任委員会でも聞き

ました今後の方針ということで、今後も沿線

人口が減少する中、アフターコロナも見据え、

持続可能に向けた新たな取組が必要であると

いうふうに説明がありました、町長が先ほど

言われたことと同じであります。

その中で、常任委員会の中では、ノルデ運

動による利用促進の展開、新たなツアー造成、

それで、沿線地域の活性化事業、共通定期で

鉄道・バスの共通パスの検討、特産品の開発

等々が説明をされました。これまでと大きく

変わったというには思えません。これで大き

く収益が増えるのかなというふうには思いま

すけども、先ほど町長の中での思いを述べて

いただきました。

沿線人口の減少、車社会の進行等により旅

客運輸収入が伸び悩む中、また、特に先ほど

町長の話にもあったように、燃料の価格が高

騰しているということは本当に厳しい状況が

続くのかなというふうに考えております。

町長が言われました中での考え方として具

体的に取組、中でも特にこのことはやってい



かなければならないのだという思いがあれば

ここで聞かせていただければというふうに思

います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

先ほど令和３年度の決算書を基に、いろん

な取組をしておりますけれども、従来どおり

ではダメだと、何か町長として取り組もうと

しているものがあればというお話でございま

した。先ほどの答弁の中で、両町の観光との

連携が今後一層必要になってくるというふう

なお話をいたしましたけれども、そういった

脈絡で言いますと、例えば、若桜鉄道と沿線

の観光をセットで売り出すような、そんな企

画商品が開発ができないかなと。

これは若桜町だけではなかなかできません

ので、八頭町さんともしっかり連携をしてや

ることになるとも思いますけれども、そうい

う両町との観光としっかり連携したこととい

うのを取り組んでいきたいなというふうに思

っておるのが１つでございますし、また、先

ほど沿線住民の新たな需要を掘り起こすとい

う話をいたしまして、わかさあすなろの取組

ですとか、八頭町の卒園列車の例をご紹介い

たしましたけれども、そういう中で、特に子

どもさんをターゲットに乗っていただく、親

も一緒に来ていただくようなそういったプラ

ンというようなこともこの貸切列車の中で考

えていきたいなと。

例えば、八頭町では小学校の総合学習の一

環として、若桜鉄道の社員さんが学校に赴い

て授業を行いまして、公共交通の重要性とい

うようなことを講義をして、その後、じゃあ

一緒に若桜鉄道乗車体験しましょうというよ

うなことで乗っていただくというような取組

を八頭町内でされているというような話も伺

っておりますけれども、今、子どもをターゲ

ットにしたような、そういう取組っていうの

を地元のファンも広げていく上で大切なこと

ではないかなと思っております。

それと併せまして、営業外収益も非常に経

営の助けにはなっておりまして、イベント時

の収入ですとか、あるいはグッズの販売とい

ったものも非常に重要な収益の手段になって

おります。

先ほどの、その京都の鉄道博物館でこの３

週間かいな、十何日間でしたっけ。１００万

円を超すグッズの売上げがあったというよう

な話をいたしましたけれども、今、鉄印帳と

いうのがかなり人気があって、全国の第三セ

クター鉄道が連携をして鉄印帳を作って、そ

れぞれの鉄道を巡っていくというような仕掛

けですけれども、かなり売上があるというよ

うなお話も伺っておりまして、そういうのに

加えて、若桜構内でのＳＬ等の活用ですね、

乗車体験とか、そういったものもイベントの

たびにかなり利用されて収入にも結びついて

いるというようなこともあります。

そういうことで世の中のトレンドも見据え

ながら、そういうグッズの発売であったり、

イベントであったり、そういったものも仕掛

けて営業外収益についても収益に結びつけて

いくように取り組んでいきたいと思っており

ます。以上です。

議長（山根政彦）

川上守議員。

議員（川上守）

先ほど町長が言われたように、やっぱり観

光、何年か前から行き違い線を造ったことに

よる、その観光へのやっぱりシフトというも

のは大きくやっていかないと、今の状況では

やっぱり費用対効果、かなりの公費が若桜鉄

道に突っ込まれているということは皆さん承

知のとこであります。

やはりそれに伴う収益増加というものはな



いと、やはりいつまでお金を突っ込んで何や

っとるんだっていうようなことになろうかと

いうふうに思うんで、先ほど町長が言われた

ことを一つ一つ実現に向けて頑張っていただ

きたいというふうに思います。

先ほど言ったその営業外収益に少しつなが

るのかなというふうに思ったのが、この前、

これからの計画についての中で、ＳＬ等の活

用検討委員会というのが仮称でしたけども、

説明が委員会のときにありました。

それで、これらがどういうふうな委員会に

なっていくのかはよく分からないんですけど

も、やはりこのこういう委員会ができれば、

ＳＬが走らせれんのかとか、ＤＤが走らせん

のかというような話が多分出てくるのかなと

いうふうには思います。

やっぱり、営業外収益を上げるにしてでも、

やはりこういう今の若桜町にある遺産という

か、そういうものを活かして若桜にお金が落

ちることを考えていくべきだというふうに思

いますし、今までこういうＳＬ、ＤＤ、また

ブルートレイン等にこの若桜に持って帰った

ことに携わってきた皆さんの思いというもの

は、やはり若桜鉄道それらを走らせたいとい

う思いがあってのことだったというように思

っておりますので、ＳＬを修理して走らすと

いうことについては、もう何億もかかるよう

なことも聞いておりますし、それを改めてや

れというわけではありませんけども、そうい

う検討委員会ができるのであれば、やはりど

ういうふうにすればお客さんが増えていくの

かなというようなことも、中で検討していた

だいて、若桜に合ったその誘客の仕方という

ものを検討していただければというふうに思

いますので、引続きよろしくお願いいたしま

す。

最後の質問になります。農林業についてと

いうことであります。今年３月の定例会の一

般質問において、林家の所得向上と雇用の創

出について考え方をお聞きしました。その答

弁の中で林業関係者や森林所有者などの意見

を聞き、具体的な取組を検討するとのお答え

でした。その後、半年が過ぎようとする中、

協議等はなされたのかお伺いいたします。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

林業に関しまして、林業関係者や森林所有

者などとの協議等はなされたかというご質問

でございます。

今年３月定例会での川上議員との一般質問

でのやり取りを踏まえまして、その後の関係

者との協議がどうかということですけども、

３月定例会の際、わかさ森林づくりリビジョ

ンの実現に向けてどのような具体策を考えて

いるのかというご質問に対して、ビジョンで

掲げる基本方針を具体施策として実行してい

くことで、林業の成長産業化の流れを力強く

後押しをして、所得の向上と雇用の創出を実

現したいとしまして、林業関係者や森林所有

者など幅広く意見をいただきながら、今後の

具体的な取組を検討したいというふうな答弁

をいたしました。

７月の１５日に、森林所有者で組織されて

おります若桜町林業研究会の伊井野政文会長

さんほか、８名の方と意見交換を行い、若桜

町の森林林業の現状、問題点、要望事項など

についてご意見を伺いました。それで、会員

の皆さんからは、林道や作業道などの基盤整

備が遅れておるというお話、間伐材搬出促進

事業について、もう少し森林所有者に所得を

還元できるよう、補助要件や単価等見直して

ほしいということ、それから山林への地籍調

査が進んでおらず、高齢化が進む中で境界不

明箇所が多いのが気掛かりだというようなお

話、それから森林環境譲与税は基金にためる

ばかりではなくて、森林道や作業道などの基

盤整備にも使ってほしいというようなそうい



ったご意見をいただきました。

あとは、それに先立ちまして５月の４日に

は、八頭中央森林組合の清水代表理事組合長

のほうから、要望という形で意見を伺いまし

た。組合長からは、最新技術を使った地籍調

査による森林の境界の明確化の推進ですとか、

カーボンニュートラルへの取組として、企業

の投資を呼び込むようなそういった環境の整

備が必要だというようなこと、それから森林

景観の整備と子どもが安心して遊べる里山の

整備が必要だというようなそういったご提案

もいただきました。

いずれも大変切実で重要なご意見や要望で

ありまして、前向きで建設的な提案でもあり

まして、私も共感するところも多く、現状や

課題をお聞きする貴重な機会となりました。

今後とも、こうした機会は設けていきたいと

思いますし、一つ一つの課題を関係者の皆さ

んと共有しながら、具体的な解決策につなげ

ていけるよう検討していきたいと考えており

ます。以上でございます。

議長（山根政彦）

川上守議員。

議員（川上守）

いろいろ森林事業者等への補助であったり、

会社としてはかなり高性能機械というような

ことで、工事もやりやすくなっているのかな

というふうには感じております。

いつも委員会の中でも話が出ます。やはり

林家への収入が増えていくということがどう

しても遅れているというふうに思います。

また、山の施業が遅れているのも、そうい

うことも１つのあれになっているのかなとい

うふうには思っておりますので、できるだけ

林家以外の方々に対しても、やはり森林所有

者おられるわけなんで、その辺の意見等も聞

きながら、どうすれば林家の収入が増えてい

くのかというようなこと、なかなか難しい課

題ではあろうかというふうには思うんですけ

ども、やっぱりこれらをなくして、ただ単に

事業者ばかりが仕事しておるということでは

いけないというふうに思っておりますので、

林家イコール若桜住民の方ということになろ

うかというふうに思いますので、それらにつ

いて住民の声を聞きながらしっかりと林家の

収入が増えるような努力をしていただきたい

というふうに思います。

お昼になりましたので、これで一般質問を

終わりたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。

議長（山根政彦）

暫時休憩いたします。

午前１２時００分  休 憩

午後 １時００分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き会議を再開します。

一般質問を許します。５番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

インターネット中継でご覧の皆さんこんに

ちは。５番、前住孝行です。先日の土曜日、

９月１０日に、「共鳴、つながる無限大（きず

な）」というスローガンの下、令和４年度若桜

学園運動会が開催されました。コロナ禍では

ありましたが日程や種目などを検討され、観

客席も昨年や一昨年よりも多かったように思

います。１００メートル走、班別リレーなど

伝統的な種目を中心に、個々それぞれが力を

出し切っていました。順位こそはつきますが、

楽しみながら精一杯走り切る姿は児童生徒の

成長を感じるひとときとなりました。

閉会式も終り、片づけをしていると、さら

に成長を感じる出来事がありました。夏休み

前からこの運動会に向けて各色別のリーダー



をしてくれた９年生に７、８年生から感謝の

言葉とともに金メダルを贈っていたのです。

こういった姿こそが教育の証しであると心震

わされる出来事となりました。

まだまだ大きな行事がありますが、若桜学

園のこのすばらしい教育をこれからも期待し

たいと思います。

それでは、通告させていただいています２

点について順に質問いたします。

まずは１、若桜宿内の景観整備についてで

す。平成２４年３月、また、平成２９年１２

月と、若桜宿内のまちづくりについての一般

質問で、若桜宿の電線埋設について町長の所

見を伺ってきました。町民の安全確保のため

でもあり、また、昭和初期を思い起こさせる

観光客のためにとの理由で提案してきました。

駅前通りは県道であるので県との関わりも

あり、また、各課を超えた話合いが始まった

ように思ってはいましたが、いまだ、この話

が進んでおりません。この件について上川町

長の所見を伺います。

以上で壇上での質問を終わります。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

前住議員の一般質問にお答えをいたします。

若桜宿内の無電柱化について所見を伺うとの

お尋ねでございます。

議員は「電線埋設」という言葉を使われま

したけれども、国の法律に倣って「無電柱化」、

電柱がない、無電柱化という表現をさせてい

ただきます。

前住議員からは、過去２回、若桜宿内の無

電柱化についてのご質問をいただいておりま

す。若桜神社大祭の神輿の通行の妨げになっ

たとか、あるいは電柱のそばの路上駐車で事

故に遭われた方があったというようなお話が

ありまして、無電柱化についての町長の所見

を尋ねるとの質問でありました。

これに対しまして当時の小林町長は、平成

２４年３月定例会では、事業費が高額になる

ということで事業化は困難であると、また、

２９年１２月定例会では、当時、国の重要伝

統的建造物群保存地区の選定に向けた作業を

行っており、それに全力投球をするというふ

うに答弁をされています。併せて、重伝建の

選定を機に、将来的な景観条例の策定による

景観行政団体への移行を目指すというような

ことにも言及をされておりました。

また、平成２９年当時、役場の中に「若桜

町活性化プロジェクト」として各課横断的に

４つのプロジェクトチームが設置をされてお

り、その中の１つのチームが「駅前活性化」

というテーマで駅前通りの無電柱化について

も検討を行っており、その年の１２月には京

都府の福知山市などへの視察も実施をしてお

ります。

しかしながら、その後、特に進展がなく今

日に至っているというのが実情でございます。

無電柱化につきましては、これまで防災性の

向上、安全性・快適性の確保、良好な景観形

成の観点から実施されてきましたが、近年、

災害の激甚化、頻発化による停電並びに通信

障害の発生、あるいは高齢者の増加によるバ

リアフリーの観点からも、その必要が高まっ

ております。

平成２８年に議員立法により「無電柱化に

関する法律」が制定をされ、それを受けて平

成３０、年に国のほうで「無電柱化推進計画」

を策定され、令和３年には、令和７年までの

５か年計画として改定をされております。

政府として無電柱化を総合的、計画的かつ

迅速に推進する姿勢が示されております。推

進計画の中では、重点的に無電柱化を実施す

る対象道路として、重伝建地区が上げられて

おりまして、計画目標として重伝建地区にお

ける無電柱化着手地区数、これを令和２年度

末の５６地区から令和７年度には６７地区に



増やすよう設定をされています。

このように、重伝建地区について国が数値

目標を設けてまで推進しようとされておる状

況も踏まえまして、私は今後、重伝建地区内

の無電柱化を検討してみてはどうかというふ

うに考えております。

歴史ある重伝建地区の町並みの保存を図る

とともに、今後は観光面での活用を進めるこ

とが必要だと思いますが、景観形成の面でも

高齢者のバリアフリーの観点でも、無電柱化

は重要な施策であろうというふうに思います。

ただ、道路管理者である県との協議、電線

や電話線を管理する電力会社や通信会社との

協議、さらに住民との合意形成などのハード

ルがございますし、何より事業費がかなり高

額になるというような問題もあります。無電

柱化の手法としましては、ケーブルの地下埋

設以外にも、より安価な軒下配線、民家の軒

先を這わせるようなそういう手法もございま

して、そういった整備手法ですとか、諸々の

手続き、コスト、関係機関との役割分担、ス

ケジュールなど様々な課題を整理・共有しつ

つ、若桜宿にふさわしい整備の在り方を考え

るために、まずは関係機関と勉強会のような

ものを始めてみてはどうかなというふうに考

えておるところでございます。以上でござい

ます。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

でも、国の動きとかというのは全然知って

なかったんですけど、とても丁寧に説明いた

だきましてありがとうございました。本当に

前向きな答弁だったんじゃないかなというふ

うに思っております。

私自身、このたび、この夏ですけど、８月

頃だったと思うんですけども、ちょっと合銀

さんに用事があって、それで、そこから出よ

うと思ったら、合銀におられた方が原付バイ

クでおもちゃ館のほうに突っ込んでおられて、

それでそのまま倒れたままおられたので、車

から降りて起こして、そしたら、でも怪我は

なかったみたいで、ちょっとよろよろしなが

らでも原付バイクで下手のほうに行かれたの

で、何事もなかったかなというふうに思った

りもしたんですけど。

たまたまその日がおもちゃ館の休館の日だ

ったので良かったですけど、もしあそこがそ

のまま開店していたらえらい事になりかねん

なというふうに思ったりもしましたので、そ

れが電柱が邪魔しとったかどうかというのは、

それは関係はないかもしれませんけど、そう

いった事象をそこで、今年もそういったこと

があの場であったので、ぜひともそういった

観点も踏まえて進めていってほしいなという

ふうに思いました。

それで、伝建地区が優先されて、ぜひとも

というようなことで進めていただきたいとい

うふうに思うんですけど、エリア的には本当

に本通り全部みたいなところが行きたいとこ

ろでしょうけど、町長のお膝元でもあります、

まず下町の辺の辺りをやっていただけたら、

そこからちょっとずつ広がっていけたらなと

いうふうに思ったりもしますので、その辺で

重点的に、駅前通りや下町の辺がなくなって

いけば、大体の雰囲気も感じられるようにな

りますし、それでやっぱりこっちもしてえな

というような流れになっていけば、本通り全

部いけるかなというふうに思ったりもします

ので、ぜひとも進めていただけたらなという

ふうに思います。

では、次の質問に移りたいと思います。「若

桜町空家等の適正管理に関する条例」が本年

４月から施行され、空家解体補助金制度を提

案してきた者としましては、若干形は違えど

方向性が示され事業が進んでいくことを喜ば

しく感じております。

場所によっては空き家を有料駐車場へと誘



導していただいて、所有者も喜び、観光客も

喜ぶような方向に導いていただけたらと考え

ますが、町長の所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

空家等の適正管理条例ができたのを受けま

して、空家を有料駐車場へ誘導していただき

たいがどうかというご質問でございます。

本町においても、人口減少や少子高齢化、

家族の在り方の多様化などの影響により空家

等が増加傾向にあり、適正に管理されていな

い空家等による倒壊、火災等の危険性、環境

衛生、景観の悪化など周辺住民の生活に重要

な悪影響を及ぼすなど、空家による諸問題が

顕在化しております。

昨年度に実施した空家調査におきまして、

空家等の件数は県内全体で４０３棟ありまし

て、空き家率は 8.9％となっておりますこと

からも、空き家の対策が喫緊の課題となって

おります。

「若桜町空家等の適正管理に関する条例」

は、空家等対策の推進に関する特別措置法に

定めるもののほか、空家等の適正な管理に関

し必要な事項を定めることにより、倒壊等の

事故、火災、犯罪等を未然に防止し、もって

町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与する

ことを目的にして制定されたものでございま

す。

また、これらの実態を踏まえて、空家等対

策を総合的かつ計画的に推進し、空家の適正

管理及び利活用の促進を図ることにより、安

全で安心なまちづくりに寄与することを目的

に、特別措置法に基づく「若桜町空家等対策

計画」、これを今年８月に策定したところであ

り、空家等の発生抑制のための相談支援の拡

充、空家等の適正管理・活用促進のための所

有者への対応、空家等の除去支援・跡地利用

などについて取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。

空家を有料駐車場に誘導して利用すること

についてでございますが、宿内は昨年、国の

重要伝統的建造物群保存地区に選定をされ、

今後観光客が増えてくれば、駐車場の整備と

いうことも課題となってくると思います。一

方、重伝建の地区内では、道路から見える範

囲の改修を行う際は、現状変更の申請並びに

許可が必要になるとともに、改修後の状態が

伝健地区としての価値が著しく損なわれない

ようにする必要があります。

若桜の町並みは建物が連続して建てられて

いる点が大きな特徴であり、建物が取り壊さ

れることにより連続性が失われ、その価値が

大きく失われてしまう可能性があるため、重

伝建の地区内に駐車場を整備することについ

ては、慎重に考える必要があるというふうに

考えております。

いずれにいたしましても、この空家の制度

は倒壊の危険性のある空家を除去するための

制度いうことで、空家を壊してその先駐車場

にすることまでは想定はされておりません。

土地の利活用については、所有者において検

討されるべきことだというふうに考えており

ます。なお、駐車場の不足については、議員

と同じ考えでございますので、今後、重伝建

地区内での規制等踏まえて、駐車場の整備に

ついて検討したいというふうに考えていると

ころでございます。以上でございます。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

確かにこの質問を考えながら、町に言うこ

とでもない気もせんでもないなと思いながら、

させてもらっていることもあって、言い回し

もちょっと何かすごい弱々しい感じになって

しまってる部分も見受けられるかなっていう



ふうに思ったりしております。その計画ちょ

っと空家の計画やその理念から離れてしまっ

て、なかなかそこにつなげてでなく、難しい

んかもしれませんけど、先ほど町長言われた

ように、また別で駐車場の伝建の観光客向け

のほう考えてくれるというふうな答弁いただ

きましたので、そういった点をまた進めてい

ただけたらなというふうに思ったりします。

今日たまたまニュース見ておりましたら、

安来市のほうでも略式代執行のニュースやっ

ておられましたし、行政代執行とかになると、

どうしても費用は個人負担になってしまって、

それの回収がなかなか難しいっていうような

課題もあったりもすると思いますので、大変

な事業ではありますけど、本当に以前も質問

の中でさしていただきましたけど、強行型で

はなく柔軟型で事業を進めていただけたらな

というふうに思っております。はい。追質問

はしません。

では、次、大きな２番の質問に移りたいと

思います。２、国際交流事業についてです。

韓国の平昌（ピョンチャン）郡との交流が

コロナ禍でもあり、また、国同士の関係悪化

もあって、児童生徒の交流も職員交流も全く

なされなくなりました。それと変わるかのよ

うに、台湾の新竹（シンヂュ－）と読むんで

すかね、それと新竹（シンヂュ－）の横山郷

（ホンシャン）と友好交流協定を結び交流を

進めています。

韓国平昌（ピョンチャン）郡との交流、台

湾横山郷（ホンシャン）との交流について、

今後どのように進められるのか所見を伺いま

す。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

韓国、台湾との交流についてのお尋ねでご

ざいます。まず、韓国との交流でございます

けれども、平昌（ピョンチャン）郡には龍平

（ヨンピョン）スキー場、若桜町には氷ノ山

スキー場があり、スキー場という共通した地

域資源があることをきっかけに交流に向け準

備を始め、平成２２年に江原道（カンウォン

ド）の平昌郡（ピョンチャングン）と「職員

相互派遣研修に関する協定」及び「友好交流

協定」を締結いたしました。

同年から平成３１年４月まで毎年交互に本

町交流職員の派遣と平昌（ピョンチャン）郡

交流職員の受入れ、訪韓や訪日を行ってまい

りました。平成３０年には平昌（ピョンチャ

ン）オリンピックが開催をされまして、若桜

町民等１５名を含む訪問団２０名が訪韓をい

たしました。

しかし、平成３１年４月の平昌（ピョンチ

ャン）郡訪問団来町以降、日韓関係の悪化や

新型コロナウイルス感染症の流行によりまし

て、交流が難しい状況となっております。今

後につきましては、引き続き国際情勢を注視

しつつ、また、新型コロナウイルス感染症の

状況も踏まえ、交流再開の可能性を探ってま

いりたいというふうに思っております。

次に、台湾との交流でございますがインバ

ウンド対策の１つとして、令和２年に台湾の

内湾（ヤンメイ）駅と若桜駅の姉妹駅協定を

締結しまして、駅同士の交流にとどまらず交

流を進めていくため、令和３年には、行政を

はじめとした経済・産業、観光、文化芸術・

スポーツ、青少年・学校・教育、議会など幅

広い分野と人による多様な交流と連携を目指

して、新竹（シンヂュ－）県横山郷（ホンシ

ャン）と友好交流協定を締結いたしました。

どちらも新型コロナウイルス感染症が流行

したことにより、その後の交流を進めること

ができておりませんが、アフターコロナに向

けて、具体的な取組や交流内容について関係

機関と協議・調整を行ってまいりたいと考え

ているところでございます。

いずれにいたしましても、横山郷（ホンシ



ャン）との協定につきましてはオンラインで

行っており、一度も双方お会いできてないと

いうとこから、コロナの状況にもよりますけ

れども、まずは一度訪問し、関係性を深めた

いというふうに考えているところでございま

す。以上です。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

平昌（ピョンチャン）郡については、あと

国の状況を見てということでありますけど、

多分、平井知事のほうも多分この民間交流と

かのことはそのまま続けたほうがいいってい

うような思いでおられたんじゃあないかなと

いうふうに思いました。

全く僕も同感でそれがなかなか難しい、そ

うと思ったときにコロナもあって、結局、余

計難しくなったっていうのもあったりもした

んかなというふうに思ったりもしました。コ

ロナ明ければ平昌郡（ピョンチャン）との交

流も本当に職員交流、教育交流と民間団体と

の交流の辺まで行っていて、国の関係悪化と

コロナがあってしまったので、それで、致し

方ないかなというふうに思ったりもします。

今の現大統領は親日な感じで聞いておりま

すので、ぜひともコロナ明ければ交流も再開

していってほしいなというふうに思ったりし

ております。

また、台湾の横山郷（ホンシャン）ですか

ね、との交流ですけど、私たち議員も一回も

行ってないということで、議長は行ったんで

すかね、どういうところかも分からない状況

でもありますし、本当にコロナ明ければそう

いったところも交流しているとこですので、

知りたいなというふうに思います。

できる範囲のところで、台湾のほうから学

校給食にパイナップルを送ってくださったと

いうようなことは聞いておりますけど、それ

以上のことはなかなか情報として入ってきて

おりませんけど、コロナ明ければそういった

交流がぜひとも進められるように願う次第で

す。

どれくらいのコロナが収まればっていうよ

うなこともなかなかいいにくいかもしれませ

んけど、オンラインとかで向こうとの交流を

しっかり交流というか、連絡をしっかりして

いただいて、本当に早期に進めていただけた

らなというふうに思います。

次に行きます。２番です。コロナ禍で交流

事業についても、これまでの計画とはかなり

違ってきたんじゃないかなというふうに考え

ますが、それを逆手にこの間、若桜学園の修

学旅行に東京や関西などに行けなかった児童

生徒世代があります。

その世代の成人式に代わる二十歳の集い、

仮称ですけど、そんな会で韓国や台湾の研修

旅行っていうのを計画してはと考えますが、

町長の所見を伺います。間違えました、教育

長の所見を伺います。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。新川教育長。

教育長（新川哲也）

修学旅行に東京や関西に行けなかった児童

生徒の世代を、「二十歳の集い」で、韓国や台

湾の研修旅行に変える計画についてというこ

とをお尋ねでございますが。

若桜学園におきましては、毎年９年生は東

京、６年生は関西方面への修学旅行を実施し

てきております。しかしながら、令和２年か

ら新型コロナウイルス感染症の影響により、

やむを得ず修学旅行先は県内及び島根県東部

方面へ行き先を変更して実施してきておりま

す。ただし、来月に予定している６年生につ

きましては、現在のところ関西方面へ行くこ

とを計画をいたしております。

ご質問にあるように、本来予定していた東



京や関西方面に行くことができず、残念な思

いのまま卒業した児童生徒もいることとは思

います。国の学習指導要領では、小中学校の

修学旅行については、学校行事の目標及び内

容に「自然の中での集団宿泊活動などの平素

と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自

然や文化などに親しむとともに、人間関係な

どの集団活動の在り方や公衆道徳などについ

ての望ましい体験を積むことができるような

活動を行うこと」と定められております。

修学旅行は子どもたちにとってかけがえの

ない思い出であり、教育効果の高いものであ

ると考えております。このようなことから、

コロナ禍の中、修学旅行を中止するのではな

く、この目的を達成できるよう、従来の修学

旅行先の東京や関西方面では体験できない、

焼き物づくりやシーカヤック体験、県内各地

の人々と様々なふれあいなど通じて、ふるさ

とのよさについて考えるとともに、県内各地

の地域の自然や歴史、文化に触れることによ

り、鳥取県に誇りを持つことが体験できたも

のと思っており、学校教育活動としての成果

は達成できているものと認識しております。

その上でご提案の、その代替事業として「二

十歳の集い」を研修旅行とすることは、この

集いの目的にそぐわないものと考えておりま

す。成人式の目的は、両親や周りから自立し、

大人になったことを自覚し、みずから生き抜

こうとする青年を祝い、励ますとともに、大

人社会への仲間入りを促すものであります。

民法の改正により成人年齢は引き下げられ

ましたが、本町では引き続き成人をお祝いす

る節目の行事として、二十歳の時期にこの行

事を継続していくよう考えておりますので、

ご質問のような海外の研修は考えておりませ

んので、ご理解をいただきますようお願いい

たします。

議長（山根政彦）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

今期最後の教育長の答弁にしては本当に残

念な答弁でありますが、本当に私の長男は高

３なんですけど、高３の子などは修学旅行に

行けて、それで同じような東京に行って研修

を受けております。

それで、次の年です、今の高２年の生徒た

ちからが修学旅行に行けてなくて、また、そ

の年は本当に中学総体も中止になっておりま

すし、本当に大きな行事が縮小されている状

況であります。

本当に力を発揮する機会が本当に少なかっ

た世代だろうなというふうに思っとりまして、

かわいそうっていったらいけんのですけど、

あの世代、本当に何とかしてあげたいなとい

うふうな思いからこのような提案をさしてい

ただいております。

もし、これが叶えば若桜町だからそんなん

もいけるんだなというふうに、希望者になる

んかもしれませんけど、若桜町だけよかった

なっていうふうな思いになればというふうに

思ったりもしたんですけど、趣旨が違うとい

うことでありますので、それを言われたらそ

うなんかもしれません。

それで、私の長女のほうも、今、９年生で

ありまして、やはり先ほども教育長が県内の

体験で鳥取県のよさを知ったというふうに知

って、そういった教育効果はあったというふ

うに言われたらそうなんですけど、やはりこ

の夏休みとかで口にするのは今、６年生は関

西に行くことになってて、もう６年生に連れ

ていってくれっていうふうに言ったりもして

おります。私らも連れていってくれっていう

ような。

とにかくやっぱり、そういった思いはある

というふうに思いますので、残念な答弁では

ありましたけど、本当にそういった思いであ

りますので、保護者の意見として受け入れて

いただけたらなというふうに思います。



では終わります。

観光事業についての質問と国際交流につい

ての質問をさしていただきました。観光につ

いては今だからこそできることもあるという

ふうに考えております。

国際交流やインバウンドについても、これ

までの反省点を見直す機会でもあるのかなと

いうふうに思います。その辺をしっかりチェ

ックしながら、それで、ゴーサインが出せれ

ば、すぐにでもまた新しい計画を実行してい

ただけるようにしていただけたらというふう

に思います。

そういった、しっかりと準備をする期間か

なというふうに思っておりますので、その準

備をしていただいて事業執行していただくこ

とを期待いたしまして、本日の質問を終わり

ます。

議長（山根政彦）

これで一般質問を終結します。

暫時休憩いたします。

午後 １時３５分  休 憩

午後 １時４５分 再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き会議を再開します。

日程第２

議案第５９号 令和４年度若桜町一般会計

補正予算（３号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第５９号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第５９号は原案のとおり

可決されました。

日程第３

議案第６３号 令和４年度若桜町公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第６３号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第６３号は原案のとおり

可決されました。

議員（森田二郎）

議長、動議。

議長（山根政彦）

２番、森田二郎議員の発言を許します。

議員（森田二郎）

２番、森田です。安倍元首相の国葬中止を



求める決議の動議を提出します。

議長（山根政彦）

暫時休憩します。

（追加日程配布）

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

ただいま、２番森田二郎議員から、議員提

出議案第７号 安倍元首相の国葬中止を求め

る決議の動議が提出されました。

これを日程に追加し、追加日程第１として

議題としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

（異議あり）

異議ありとの声がありました。

この動議を日程に追加し、追加日程第１と

して議題とすることについて採決します。

この採決は起立によって行います。

この動議を日程に追加し、追加日程第１と

して議題とすることに賛成の方は、ご起立願

います。

（起立少数）

起立少数です。

したがって、この動議を日程に追加し、追

加日程第１として議題とすることは否決され

ました。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会します。ご苦労さまで

した。

   午後 １時５５分  散 会


